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は じ め に 

 

三重県が魅力ある観光の目的地として国内外から選ばれ、観光産業が本県経済を牽引

する産業の一つとして大きく育つよう、三重県では平成 23年 10月に「みえの観光振興

に関する条例」を制定し、同条例に基づき、令和２年３月に三重県観光振興基本計画（令

和２年度～令和５年度）を策定しました。 

「観光誘客の推進 世界の人びとを魅了する三重の観光」「観光産業の振興 ＴＯＫＯ

ＷＡＫＡ～変革し続ける観光産業へ～」という本計画の２つの戦略に基づき、これまで

の成果を生かし、イベントに頼らず誘客できるよう三重のブランド力を向上させ、人口

減少および少子・超高齢社会の到来やインバウンドの拡大等、社会経済情勢の変化に柔

軟に対応しながら、三重の観光を持続的に発展させるべく、オール三重で取組を進めて

いるところです。 

 令和２年度は、新型コロナウイルス感染症の拡大により甚大な影響を受けましたが、

県内観光産業の早期再生をめざし、令和２年７月から宿泊割引クーポン「みえ旅プレミ

アム旅行券」や「みえ得トラベルクーポン」の発行をはじめさまざまな事業を、対象を

県民から全国に段階的に拡大しながら実施した結果、旅行需要の喚起や平準化、県内で

の周遊促進や滞在性の向上などの成果を得ることができました。 

 また、県内での持続可能な観光地づくりによる地域活性化を中長期的に進めていくた

め、令和２年 11月に株式会社地域経済活性化支援機構（ＲＥＶＩＣ）と県内３金融機関

および県で「三重県における観光による地域活性化に関する連携協定」を締結するとと

もに、令和３年１月には、伊勢、鳥羽、志摩の行政、観光、商工関係者を中心とした「三

重県観光・地域活性化協議会」を設立しました。 

 ＷｅｂサイトやＳＮＳ等のデジタルを活用した取組については、三重県観光連盟が運

営する公式サイト「観光三重」が都道府県公式観光情報サイト閲覧者数ランキングで全

国２位になるとともに、公式ＳＮＳのフォロワー数合計が全国１位になるなど、デジタ

ルマーケティングへの取組を加速することで、費用対効果の高いプロモーションを展開

しました。 

インバウンドについては、海外からの渡航制限が継続する中、インバウンド再開時に

「選ばれる三重県」となるため、海外向けの情報発信にＳＮＳや動画を効果的に活用す

るとともに、外国人ライターによる取材記事の制作等を通じて外国人目線でのＷｅｂサ

イトのコンテンツ充実を図ったほか、オンラインを活用した商談会やファムトリップ、

ライブ配信、県内事業者向けセミナーなどの実施に取り組みました。 

今回作成した年次報告書は、「みえの観光振興に関する条例」に基づき、年１回、三重

県観光振興基本計画に基づく観光施策の実施状況について公表するものです。 

本報告書が、県民の皆さんをはじめ、ＤＭＯ、観光関係団体、観光関連事業者、市町

等の三重県観光施策についての理解と関心を高め、県とともに観光振興のための取組を

推進されることを期待します。 
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施策３３１  

 

 

 

【主担当部局：雇用経済部観光局】 

県民の皆さんとめざす姿（令和５年度末での到達目標） 

県民の皆さん、観光地域づくり法人（ＤＭＯ＊）、観光関連事業者、市町等と一体となって、オール

三重で戦略的な観光マーケティングの仕組みを確立し、三重の強みを生かした観光ブランディングや

観光の魅力づくり、観光産業の基盤づくり、快適な旅行環境整備に取り組むことにより、三重が旅の

目的地として世界から選ばれ続け、観光産業が三重県経済をけん引する産業の一つとして持続的に成

長するとともに、地域全体の発展につながっています。 

 

評価結果をふまえた施策の進展度と判断理由 

進展度 

＊ 
Ｃ 判断理由 

コロナ禍での人の移動制限などによる観光産業全体の落

ち込みにより目標は達成できませんでしたが、安全安心

な観光地づくりや段階的な観光需要喚起策により、一定

の成果は出ていることから、総合的に「あまり進まなか

った」と判断しました。 

 

 

主指標     

目標項目 
令和元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 

 
現状値 

目標値 
実績値 

目標達成 
状況 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

観光消費額 

 5,700億円 

0.58 

5,830億円  
6,000億円 

以上 

5,564億円 3,283億円    

目標項目の説明と令和３年度目標値の考え方 

目標項目 
の説明 

観光客が県内において支出した観光消費額（交通費、宿泊費、飲食費、入場料、土産代等） 

３年度目標値 
の考え方 

５年度目標値である 6,000億円を段階的に目指すために３年度の目標値を 5,830億円として
います。観光産業全体への新型コロナウイルス感染症の影響はあるものの、観光需要喚起施
策に取り組むことで、県内観光の早期回復・早期再生を進めていきます。 

 

副指標   

目標項目 

令和元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 

 
現状値 

目標値 
実績値 

目標達成 

状況 
目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

観光客満足度 

 95.0％以上 

0.99 

95.0％以上  95.0％以上 

93.7％ 94.4％    

 

   Ⅰ－１－２ 治山・治水・海岸保全対策の推進 

【＊進展度：Ａ（進んだ）、Ｂ（ある程度進んだ）、Ｃ（あまり進まなかった）、Ｄ（進まなかった）】 

世界から選ばれる三重の観光 
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副指標   

目標項目 

令和元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 

 
現状値 

目標値 
実績値 

目標達成 

状況 
目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

県内の延べ宿泊

者数 

 910万人 

0.56 

920万人  950万人 

860万人 507万人    

県内の外国人延

べ宿泊者数 

 45 万人 

0.15 

52 万人  68 万人 

39 万人 5.9万人    

 

（単位：百万円） 
 

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

予算額等 571 2,311 2,045 
  

概算人件費  264  
 

 

（配置人員）  29  
 

 

 

令和２年度の取組概要と成果、残された課題 

①新型コロナウイルス感染症の拡大により甚大な影響を受けた県内観光産業の早期再生をめざし、令

和２年７月から宿泊割引クーポン「みえ旅プレミアム旅行券」や「みえ得トラベルクーポン」の発

行をはじめさまざまな事業を、対象を県民から全国に段階的に拡大しながら実施した結果、旅行需

要の喚起や平準化、県内での周遊促進や滞在性の向上などの成果を得ることができました。 

 新型コロナウイルス感染症の影響が長期化しており、観光産業全体が依然厳しい状況にあるため、

引き続き宿泊割引クーポンをはじめ、県内の学校が県内で実施する教育旅行への支援や、県内体験

施設をお得に利用できるクーポンの発行、高速道路を割引価格で利用できる高速道路ドライブプラ

ンの実施など、令和２年度に成果のあった事業を検証したうえで、更に効果的に実施し、旅行者の

県内周遊の促進や消費額の増加につなげることで、県内観光産業の早期回復を図る必要があります。 

 令和３年の東京 2020 オリンピック・パラリンピック、三重とこわか国体・三重とこわか大会開催

をチャンスと捉えるとともに、令和７年の大阪・関西万博等のイベント、令和９年のリニア中央新

幹線東京・名古屋間先行開業、令和 15 年の次期神宮式年遷宮等を見据え、オール三重で観光振興

に取り組むことが必要です。 
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②「答えてラッキー！スマホでみえ得キャンペーン」については、第３弾プレゼントキャンペーンの

実施に加え、さまざまな特別企画を実施した結果、みえ旅おもてなし施設など県内 404 か所にＱＲ

コードを設置し、登録者 24,326 人、アンケート回答総数 54,384 件と第３弾実施前（施設数 393 か

所、登録者 6,554人、アンケート回答総数 13,768件）から大幅に増加しました。また、アンケート

データを事業者が活用できるシステムの運用を昨年 12月から開始するとともに、事業者に対しては

同システムの利用方法を周知するための研修会を昨年 12月に、データの効果的な活用に向けた分析

報告会を今年２月に実施したところです。 

今後も、同キャンペーンの利用促進及びアンケートシステムの利便性の向上を図りながら、顧客デ

ータのさらなる蓄積、分析により、県、関係団体、参加事業者の経営戦略策定、商品開発などに生

かしていきます。また、持続的に成長する三重の観光の実現に向けて、デジタルマーケティングの

仕組みを確立するなど、さらなる観光のＤＸ＊推進に取り組む必要があります。 

③地域の観光産業が抱える構造的な課題を解決するため、鳥羽市相差地域において旅館経営の効率化

や地域の魅力づくりに向けて、泊食分離を進める取組としてセントラルダイニング「オウサツダイ

ニング・前の浜」の運営や、宿泊施設が送迎バス等の共同運行に取り組むモデル事業を実施しまし

た。 

また、県内で持続可能な観光地づくりによる地域活性化を中長期的に進めていくため、昨年 11月に

観光庁と包括協定を結ぶ株式会社地域経済活性化支援機構（ＲＥＶＩＣ）、県内３金融機関及び県で

連携協定を締結し、今年１月には伊勢、鳥羽、志摩の行政、観光、商工関係者を中心とした「三重

県観光・地域活性化協議会」を設立するなど、官民が連携して地域活動の支援に取り組んでいます。 

 引き続き県内各地域が抱える構造的な課題を解決していくために、官民が連携して構造転換にむけ

た検討や実証事業を行い、県内観光地における持続可能な観光地づくりが促進されるよう取り組む

必要があります。 

④インバウンドについては、渡航制限が継続する中、ＳＮＳや動画による情報発信に加え、外国人ラ

イターによる取材記事の制作等を通じてＷｅｂサイトのコンテンツ充実を図ったほか、オンライン

を活用した商談会やファムトリップ、ライブ配信、県内事業者向けセミナーなどの実施に取り組み

ました。また、ソーシャルリスニングによる外国人旅行者のニーズやインバウンド誘客における三

重県の課題や強み等の分析を行うとともに、分析の枠組み構築と人材の育成にも取り組むことで、

データを基にした効果的なデジタルプロモーションの基盤を整えました。 

今後も引き続き、国内外の新型コロナウイルス感染症や国際航空便の運航状況等を注視しつつ、海

外の旅行会社や外国人旅行者との間でこれまでに構築してきた関係の維持・強化を図り、インバウ

ンドの再開後の需要を取り込めるよう準備をしておく必要があります。 

⑤第９回太平洋・島サミットについては、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止の観点から、従来

の大規模集客型イベントに代えて県公式ＳＮＳを活用し、開催気運醸成と三重の魅力発信に取り組

みました。新型コロナウイルス感染症の影響により、サミットはテレビ会議方式での開催に変更さ

れるものの、引き続き、これまで県内のさまざまな主体が取り組んできた太平洋島しょ国との交流

を深め、次回サミットの本県誘致に向けた気運を高めていく必要があります。 
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⑥国際会議等ＭＩＣＥ＊誘致については、オンラインを併用した会議への補助金を創設し、新しい生活

様式に対応した会議の県内開催を支援しました。また、県内ＭＩＣＥ施設を対象に、デジタルツー

ルを活用した情報発信の支援を行うとともに、新型コロナウイルス感染症拡大防止に配慮した「国

際会議等ＭＩＣＥ主催者向けガイドライン&実践事例集」を策定し、新型コロナ収束後を見据えたＭ

ＩＣＥ誘致の体制を整備しました。令和３年度は、伊勢志摩サミットの開催から５年目を迎え、さ

らに国際会議等ＭＩＣＥ開催地としてのブランドを向上させる必要があります。 

⑦安全安心な観光地づくりに向けて、「観光ニューノーマル推進アドバイザー」をこれまでに 122施設

に派遣し、専門家の監修を受けた感染症対策マニュアルに沿った具体的な対策や、デジタルツール

の活用などについての相談に対応しています。派遣先の事業者からは、現場に即したきめ細かなア

ドバイスに対して９割以上が参考になったとの評価をいただきました。 

 また、３密回避に向けた最先端技術を活用した実証事業を菰野町で実施しており、ＡＩカメラによ

る混雑状況の見える化、ＷＥＢ来店システムの導入、小型モビリティの導入により、「時間」と「場

所」をずらした新たな観光スタイルの確立を目指しています。 

 今後も引き続き、県内事業者への最新動向を踏まえた感染症対策等の情報提供や、好事例の紹介な

ど、継続して安全安心対策を実施するための支援を行っていく必要があります。 

⑧バリアフリー観光の推進については、伊勢志摩バリアフリーツアーセンターと連携し、宿泊施設５

カ所、観光施設３カ所でパーソナルバリアフリー基準による調査を実施しました。また、新型コロ

ナウイルス感染症の影響により、これまで以上に移動やコミュニケーションにおける困難さに直面

している障がい者や高齢者などを対象にオンラインツアーを実施しました。 

 今後も引き続き、誰もが三重の観光を楽しむことができる環境を整備していく必要があります。 

 

・新型コロナウイルス感染症拡大により、外出自粛や移動制限等で観光地の人出が大幅に減少し、観

光産業が大きなダメージを受けたことから、目標は達成できませんでした。県内観光産業を再生す

るためには、コロナ後の時代における新たな旅行ニーズへの対応とともに、地域観光産業が抱える

構造的な課題の解決に向けた取組が必要です。 

 

令和３年度の取組方向   【雇用経済部観光局 次長 寺本 久彦 電話:059-224-2077】 

〇①新型コロナウイルス感染症により大きな打撃を受けた観光産業の早期再生に向け、引き続き、宿

泊・体験施設割引事業、県内教育旅行支援事業など、旅行需要や消費を喚起するさまざまな取組を

実施します。実施に際しては、令和２年度の事業を検証した結果をもとに、平日対策や連泊対策に

よる旅行需要の平準化や、観光地での周遊性、滞在性の向上に取り組むとともに、観光施設や土産

物店などの観光関連施設で利用できるクーポンを発行し、観光地での消費拡大につなげるなど、さ

らに効果的な事業展開を図ります。また、東京 2020 オリンピック・パラリンピック、三重とこわ

か国体・三重とこわか大会及び今後開催予定の大規模イベントをチャンスと捉え、旅行者目線に立

った観光振興の取組を、県、市町、県民、観光地域づくり法人（ＤＭＯ）、観光事業者、観光関係

団体がそれぞれの役割を担いながら、連携・協力しオール三重で推進することで、観光産業のさら

なる発展につなげます。 
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②「スマホでみえ得キャンペーン」を活用したさまざまな特別企画を実施することで、キャンペーン

の利用促進を図り、顧客データの収集、蓄積につなげます。また、観光ＤＸの推進に向けた取組の

一環として、令和２年 12 月に運用を開始した、観光関連団体や参加事業者等とアンケートデータ

を共有するシステムについて、事業者向けにデータの活用に関する説明会を開催するなど、さらな

る利用促進を図ります。 

〇③オール三重で全体最適化された観光事業を展開していくため、県・三重県観光連盟・観光関連事業

者等が蓄積してきたデータやコンテンツを連携・連動させる観光情報プラットフォームを構築する

ことで、旅行者にワンストップかつタイムリーな情報提供を行うとともに、観光関連事業者等が戦

略的な観光コンテンツの開発や効果的なサービスの提供につなげられるよう、観光ＤＸを推進して

いきます。 

〇④県内観光地の抱える構造的な課題の解決に向け、地域の将来を担う地域ＤＭＯや観光事業者が主体

となり、ＲＥＶＩＣの「観光遺産産業化ファンド」のスキームを活用した、持続可能な観光地づく

りによる地域活性化モデルの構築に取り組むとともに、県内観光産業のさらなる発展につながるよ

う「三重県観光・地域活性化協議会」がその取組を支援していきます。また、県においては、地域

の将来を担う地域ＤＭＯや観光事業者による構造改革取組に対して必要な実証事業の実施を支援

するとともに、その成果やノウハウを同様の課題を抱える県内の観光地づくりに取り組む人々に情

報提供します。 

⑤首都圏・関西圏等からの誘客・宿泊を促進するため、鉄道、航空などの交通事業者等関係機関と連

携し、新型コロナウイルス感染症の影響を注視しつつ、発地に向けた情報発信や誘客プロモーショ

ン及び着地での魅力あるコンテンツづくりに取り組みます。 

⑥動画やＳＮＳ等のデジタルツールを活用し、旅行者の関心や嗜好に合わせた情報を提供するなど、

自然や文化、食、体験など「三重ならではの価値」を生かし、「三重に行かなければ味わうことの

できない」新たな価値を、旅行者の目線も踏まえてオール三重で創造するとともに、客が客を呼ぶ

サイクルの確立に向けたブランディングを展開します。 

⑦ニューノーマルに適応した新たな旅のスタイルに対応し、県内はもとより国内各地からのリピータ

ーを増加させるため、観光関連事業者や観光地域づくり法人（ＤＭＯ）、市町等と連携しながら、

地域ならではの資源を生かした観光地の魅力づくりを促進します。 

⑧インバウンド再開時に「選ばれる三重県」となるため、新型コロナウイルス感染症による影響に留

意しつつ、海外の旅行会社等との連携による現地でのプロモーションとオンラインを活用したデジ

タルマーケティングを効果的に組み合わせたインバウンド誘客に取り組みます。 

⑨テレビ会議方式で開催予定の第９回太平洋・島サミットに合わせて、太平洋島しょ国首脳に本県の

魅力や取組が情報発信できるよう国へ提案します。あわせて、パラオ共和国をはじめとした太平洋

島しょ国との交流を深め、次回サミットの本県誘致に向けた気運を醸成します。また、本県知事が

次期代表に就任予定の「太平洋島嶼国・日本地方自治体ネットワーク」に参画する 13 道県と連携

し、島しょ国への協力事業を進めます。 

⑩三重ならではの特色を生かし、ターゲットを明確にしたセールスプロモーションを行うとともに、

感染予防対策を徹底し、オンラインによる参加を併用した国際会議の開催などを支援することで、

国際会議等ＭＩＣＥ開催地としてのブランド価値を高めます。 

⑪観光地における感染予防対策を徹底するとともに、観光防災やバリアフリー観光を推進し、ＡＩ等

最新の情報通信技術を生かした観光案内を整備することで、誰もが安全・安心に、ストレスフリー

に旅行ができる環境整備を促進します。 

＊「○」のついた項目は、令和３年度に特に注力するポイントを示しています。 
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三重県観光振興基本計画の目標項目 

１ 計画目標 

本計画における数値目標を次の６項目と定め、多面的な視点から施策の達成状況を

確認します。 

《計画を実現させる計画目標》 

目標項目 現状値 
目標値 

（令和 5（2023）年度） 

(１) 観光消費額 

(観光入込客数×一人あたりの観光消費額) 

5,338億円 

（平成 30（2018）年） 

6,000億円以上 

（令和 5（2023）年） 

(２) 観光客満足度 

(「大変満足」「満足」「やや満足」と回

答された割合) 

94.9％ 

（平成 30（2018）年度） 

95.0％以上 

（令和 5（2023）年度） 

(３) 県内の延べ宿泊者数 
890万人 

（平成 30（2018）年） 

950万人 

（令和 5（2023）年） 

(４) 県内の外国人延べ宿泊者数 
34万人 

（平成 30（2018）年） 

68万人 

（令和 5（2023）年） 

(５) 国際会議の開催件数 
16件 

（平成 30（2018）年） 

20件 

（令和 5（2023）年） 

(６) 宿泊・飲食サービス業における 

収入の全国順位 

全国 12位 

（平成 30（2018）年） 

全国 10位以内 

（令和 5（2023）年） 

【目標項目の説明／目標値設定の考え方】 

（１）観光消費額 

   観光客が県内において支出した観光消費額（交通費、宿泊費、飲食費、入場

料、土産代等） 

 【観光政策課調べ】 

 

 

 

 

（２）観光客満足度 

   県内の観光地を訪れた観光客の７段階の満足度調査で「大変満足」「満足」

「やや満足」の上位３項目を回答した割合 

【観光政策課調べ】 

周遊性、滞在性を高める取組および外国人旅行者の誘客促進等により、令和

５（2023）年に観光消費額 6,000億円以上をめざします。 
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（３）県内の延べ宿泊者数 

   県内の宿泊施設における延べ宿泊者数 

【観光庁「宿泊旅行統計調査」】 

 

 

 

 

（４）県内の外国人延べ宿泊者数 

   県内の宿泊施設における外国人延べ宿泊者数 

【観光庁「宿泊旅行統計調査」】 

 

 

 

 

（５）県内の国際会議の開催件数 

   県内で開催された国際会議の開催件数 

 【海外誘客課調べ】 

 

 

 

 

（６）県内の宿泊・飲食サービス業における収入額の全国順位 

県内の宿泊・飲食サービス業の収入額(所定内給与額×12か月＋年間賞与額)

の都道府県別順位 

 【厚生労働省「賃金構造基本統計調査」】   

 

 

 

 

観光の魅力づくり・人づくり、観光の基盤づくり等の総合的な取組を通じ

て、平成 30（2018）年度に達成した過去最高である 94.9％の高水準を維持

し、令和 5（2023）年度まで継続して 95％以上とすることをめざします。 

 

周遊性、滞在性を高めることで日帰りから宿泊への移行や、外国人旅行者の増

加等により、延べ宿泊者数 950万人をめざします。 

 

外国人延べ宿泊者数の増加に向けた取組をさらに加速させ、外国人延べ宿泊

者数 68万人をめざします。 

 

伊勢志摩サミット開催で高まった国際会議開催地としての知名度を生かした

取組を展開し、20件の開催をめざします。 

 

観光消費額増加に向けた取組とともに、観光産業を魅力的な職業としていく

ための総合的な取組を通じて、県内の宿泊・飲食サービス業における収入額

の向上を図り、全国順位 10位以内をめざします。 
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三重県観光振興基本計画の目標達成状況 

 

 目 標 項 目 
計画策定時 

（平成 30年度） 

目標値 

（令和２年度） 

達成値 

（令和２年度） 

（１） 観光消費額 

  （観光入込客数×一人当たりの観光消費額） 

5,338億円 

（平成 30年） 

5,700億円以上 

（令和２年） 

3,283億円 

（令和２年） 

（２） 観光客満足度 

（「大変満足」「満足」「やや満足」と 

回答された割合） 

94.9％ 

（平成 30年度） 

95.0％ 

 （令和２年度） 

94.4％ 

（令和２年度） 

（３） 県内の延べ宿泊者数 

890万人 

（平成 30年） 

910万人 

（令和２年） 

507万人 

（令和２年） 

（４） 県内の外国人延べ宿泊者数 

340,000人 

（平成 30年） 

450,000人 

（令和２年） 

59,000人 

（令和２年） 

（５） 国際会議の開催件数 

16件 

（平成 30年） 

17件 

（令和２年） 

１件 

（令和２年） 

（６） 宿泊・飲食サービス業における

収入の全国順位 

12位 

（平成 30年） 

12位 

(令和２年) 

15位 

（令和２年） 

 

-12-



３ 三重県の観光施策の体系 

《計画を実現させる施策体系》 

戦 略 施策展開の柱 施 策 

観光誘客の推進 
「世界の人びとを

魅了する三重の観

光」 

世界から選ばれる

三重の観光のブラ

ンディング 

体験型観光の創出・充実による滞在型リゾートの

形成、客が客を呼ぶサイクルの構築に向けた三重

の観光のブランディング展開 

伊勢志摩サミット開催地の知名度を生かした

MICE 開催地としてのブランド価値向上 

一流の観光資源の

磨き上げ・オンリ

ーワンの観光の魅

力づくり 

日本の文化聖地という三重のイメージ、多様な自

然環境、食等、三重ならではの一流の観光資源を

生かした国内外からの誘客促進 

持続可能な自然資源の保全・活用 

三重県の立地を生

かした国内外から

の誘致 

リニア中央新幹線全線開業や大阪・関西万博等を

見据えた首都圏、関西圏、中京圏からのインバウ

ンドも含めた誘客推進 

三重県の立地を生かした観光産業の投資促進、人

材の呼び込み 

観光産業の振興 
「TOKOWAKA～変

革し続ける観光産

業へ～」 

旅行者目線に立っ

た旅行環境の変革 

AI や ICT などの新技術を生かした快適で利便

性の高い受入環境の整備促進 

安全・安心に旅行できる環境の整備促進 

観光産業を担う人

材育成、若者定着 

観光産業の働き方改革・起業・事業承継等の経営

革新 

観光産業の持続的な発展を支え、観光産業を若者

にとって魅力的な産業にするための人材の確保・

育成 

観光産業に関わる

組織改革・連携強

化 

 

オール三重で観光振興を進める、新たな推進体制

の構築 

農林水産業、製造業、サービス産業等、多様な産

業間連携強化・KUMINAOSHI による新たな観光

魅力創造 
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戦略 施策の柱 施策 計画の本文 令和２年度観光施策の取組状況 

 

 

観光誘客

の推進 

「世界の

人びとを

魅了する

三重の観

光」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

世界から選

ばれる三重

の観光のブ

ランディン

グ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

体験型観光の

創出・充実に

よる滞在型リ

ゾートの形

成、客が客を

呼ぶサイクル

の構築に向け

た三重の観光

のブランディ

ング展開 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.〔体験型観光の創出・

充実〕伊勢志摩国立公

園をはじめとした豊か

な自然や農山漁村地域

の資源を活用し「三重

まるごと自然体験構想

2020」に基づき磨き上

げた自然体験や、地域

の気候、風土が育んだ

食文化体験、ゴルフツ

ーリズム やサイクリ

ング、スポーツ体験、健

康をテーマとしたツー

リズム、ナイトタイム

エコノミー 、住むよう

に楽しめ、学べる三重

の歴史・文化・産業体験

の推進等、多様な観点

から滞在魅力を複合的

に向上させ、富裕層で

も満足できる宿泊・滞

在交流を促進します。 

○ 新型コロナウイルスの感染拡大を受け、自然体験事業者の感染

拡大防止対策を支援するとともに、ワーケーションの推進に向け

て、新たな子ども向けの自然体験プログラムづくりや通信環境の

整備を支援しました。 

また、アウトドア企業と連携し、三重の自然体験やワーケーシ

ョンの魅力発信に取り組んだほか、体験プログラムの充実に向け

た研修参加（9名）を支援しました。 

【農林水産部農山漁村づくり課】 

 

○ ワーケーション受入体制構築のため、県内事業者が市町等と

連携し、ワーケーションモデルプランの企画、必要な環境整備

及びモニタリング等によるモデル事業を５件実施しワーケーシ

ョンに関心がある企業及び個人を対象に、“みえモデル”ワー

ケーションプロジェクトのキックオフイベントをオンラインで

開催しました。 

  本県において、首都圏等都市部の企業・個人が県内の自然豊

かな環境で安心・安全かつ快適に仕事ができるワーケーション

の受入を推進するため、オール三重で“みえモデル”を構築

し、地方創生を実現する「みえモデルワーケーションプロジェ

クト推進方針」を策定しました。 

【雇用経済部三重県営業本部担当課】 

 

○ MieLIP 尾鷲において、地域資源を活用した体験交流として、

モンベルアウトドアチャレンジと協同組合尾鷲観光物産協会が

「馬越峠と天狗倉山トレッキング」をセラピスト同行で概ね月 1

回実施しました（新型コロナウイルスの感染拡大防止のため中止

した月もあり）。また、県においては、当該取組をヘルスツーリ

ズムの取組として会議等で情報共有を行いました。 

【医療保健部ライフイノベーション課】 

 

○ 体験予約サイト「アソビュー！」に掲載している三重県内で

催行される体験・アクティビティの全てが通常料金の半額で利

用できる体験利用促進キャンペーンを実施しました。 

  ・期間：令和2年7月22日から令和3年3月21日 

  ・利用者：29,297人 

  ・売上額：1億2,519万1,045円、 

  ・クーポン利用額：6,259万5,518円 

【雇用経済部観光局観光魅力創造課】 

 

４ 令和２年度観光施策の取組状況 
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戦略 施策の柱 施策 計画の本文 令和２年度観光施策の取組状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.〔デジタルマーケテ

ィングの推進〕デジタ

ルツールを活用し、顧

客情報を蓄積・分析す

ることで顧客ニーズに

マッチした観光コンテ

ンツや新たなサービス

の創出につながる戦略

的な観光マーケティン

グの仕組み「三重県版

観光スマートサイク

ル」を確立します。ター

ゲットの明確化、進捗

の可視化、プロモーシ

ョン結果の数値化や旅

前、旅中、旅後という旅

行者の行動様式を刺激

し、旅行決定の動機付

け、宿泊・体験等の予

約、利用後の口コミ拡

散につなげる情報発信

システムの構築等、戦

略的なデジタルマーケ

ティングを推進しま

す。 

○ 県内の対象施設に掲示されたQRコードを読み込み、アンケー

トに答えることで、おもてなしサービスを受けることができ、

また、ポイントを集めてプレゼントに応募できる、「答えてラ

ッキー！スマホでみえ得キャンペーン」を実施しました。 

県内の観光関連団体や事業者が観光マーケティングにアンケ

ートデータを活用し、戦略的な観光コンテンツの開発や効果的

なサービスの提供につなげていただくために、令和2年度は収

集したアンケートデータを参画事業者が活用できる仕組みを構

築しました。 

＜令和2年4月1日～令和3年3月31日＞ 

新規登録者数   19,477件 

アンケート回答数 44,222件 

【雇用経済部観光局観光魅力創造課】 

 

○ ＳＮＳを活用した情報発信では、フェイスブック及び微博（8種

７言語）及びインスタグラム（3言語）を活用した情報発信を実

施しました。これらに加えてインスタグラムについては投稿参加

型の「#visitmie」キャンペーンを実施し、1年間で33,352件の

投稿がありました。フェイスブック、微博及びインスタグラムを

合わせた11の公式アカウントのフォロワー数は、1年間で約4万

9千人増加し、約26万8千人（令和3年3月31日時点）となり

ました。 

【雇用経済部観光局海外誘客課】 

 

○ 外国人ライターによる取材記事の制作等により、外国人目線で

のＷｅｂサイトのコンテンツの充実を図ったほか、オンラインを

活用した商談会やファムトリップ、海外旅行会社やブロガーと連

携したライブ配信などを実施しました。さらに、デジタルマーケ

ティングの手法の一つであるソーシャルリスニングを活用し、Ｓ

ＮＳや口コミサイトに現れる外国人旅行者の生の声を収集し、分

析を行いました。  

【雇用経済部観光局海外誘客課】 

 

○ これまで旅行先として三重県を意識していなかった旅行者が

三重県に対して関心を持つきっかけをつくるため、「Mie, Once 

in Your Lifetime（一生に一度は訪れたい三重県）」をキャッチ

フレーズに、三重県の旅行ブランドを効果的に伝えることを目的

とした動画を制作しました。制作した動画は、県が運営するＳＮ

ＳやYouTube等による発信に加えて、オンライン広告を効果的に

活用し、多くの視聴者にリーチすることで、本県の認知度向上を

図りました。 

【雇用経済部観光局海外誘客課】 

3.〔観光地の魅力づく

り支援〕地域連携 DMO

（公社）三重県観光連

盟と連携し、デジタル

マーケティングに基づ

いた観光データの分

析・提供、広域プロモー

ションに取り組み、県

内 DMO 等が実施する観

光地の魅力づくりを支

援します。 

○ 全県DMOである（公社）三重県観光連盟と連携し、地域DMO

等へのデジタルマーケティングの導入支援や多言語サイトの充

実（スペイン語サイト及びアクティビティサイト（英語・繁体

字・タイ語）の構築）を通じた地域DMO等への広域プロモーシ

ョンの実施支援を行いました。 

【雇用経済部観光局観光魅力創造課】 

 

○ 持続可能な観光地づくりをめざし、県内観光地の課題解決に

向けた取組を支援するために、（一社）相差海女文化運営委員

会及び（株）地域経済活性化支援機構（REVIC）と連携し、泊食

分離及び宿泊施設の連携による共同バス運行のモデル事業を鳥

羽市相差地域において実施しました。 

【雇用経済部観光局観光魅力創造課】 
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4.〔インバウンドプロ

モーションの推進〕欧

米市場、富裕層、個人の

外国人旅行者（FIT）を

ターゲットに、トップ

セールスやミッション

派遣、海外メディア・旅

行会社等の取材招聘・

県内視察に積極的に取

り組み、本県の認知度

を高めるなど、さらな

るインバウンド誘致拡

大を図ります。また、特

に連泊が期待でき、観

光消費額も大きい海外

からのゴルフ客をター

ゲットにしたゴルフツ

ーリズムを推進しま

す。 

○ 海外渡航ができない中でも新型コロナウイルス感染症収束後

の誘客につなげるため、台湾および欧州（フランス）に設置した

レップ（営業代理人）を通じて、現地での誘客活動を実施しまし

た。具体的には、台湾においては、現地旅行会社へのセールス活

動やニュースリリース等による情報発信、各地の旅行博出展等

を通じたプロモーションを行いました。また、欧州（フランス）

においては、現地旅行会社へのセールス活動及び、オンラインを

活用した情報発信等を実施しました。 

【雇用経済部観光局海外誘客課】 

 

○ 新型コロナウイルス感染症にかかる渡航制限により、海外渡航

を伴う現地でのセールス活動や商談会、海外から旅行会社やメ

ディアを招聘してのファムトリップ等が実施できない中、国内

に拠点を持つ海外旅行会社や国内のランドオペレーター、日本

在住の海外メディア、インフルエンサー等を招聘したファムト

リップに取り組みました。また、コロナ後のニューノーマルに対

応するため、オンラインを活用した商談会やファムトリップ、海

外旅行会社やブロガーと連携したライブ配信などの実施に取り

組みました。 

【雇用経済部観光局海外誘客課】 

 

○ ゴルフツーリズムについては、和歌山県と連携し、国の「地域

の観光資源を活用したプロモーション事業」を活用し、ゴルフや

トレッキングなどのアウトドアスポーツツーリズムの推進に取

り組んだほか、みえゴルフツーリズム推進機構が国の補助金を

活用して実施する事業を行うための支援など、国や地域と連携

し、海外からのゴルフ旅行先としての三重県の認知度向上に取

り組みました。 

【雇用経済部観光局海外誘客課】 

5.〔三重県の認知度向

上のための情報の充

実〕旅行者の県内での

滞在時間を延ばし、宿

泊につなげるため、三

重県の魅力を深く知る

ための情報を充実させ

るとともに、地域の観

光ガイドや体験コンテ

ンツを予約するための

仕組みを充実させま

す。 

○ （公社）三重県観光連盟と連携して公式サイト「観光三重」

を活用した戦略的なWebプロモーションに取り組みました。 

・「2020年都道府県公式観光情報サイト閲覧者数ランキング」 

PC及びスマホからの閲覧者数：それぞれ全国2位 

 ・ページビュー 20,814,296PV（対前年度比105.7%） 

・訪問者数   10,863,288PV（対前年度比104.7%） 

【雇用経済部観光局観光魅力創造課】 

 

【再掲】 

○ 全県DMOである（公社）三重県観光連盟と連携し、地域DMO

等へのデジタルマーケティングの導入支援や多言語サイトの充

実（スペイン語サイト及びアクティビティサイト（英語・繁体

字・タイ語）の構築）を通じた地域DMO等への広域プロモーシ

ョンの実施支援を行いました。 

【雇用経済部観光局観光魅力創造課】 
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6.〔三重ファンによる

魅力の拡散〕みえの国

観光大使等、三重県ゆ

かりの著名人等の協力

を得た観光魅力のＰＲ

を行います。また、関係

人口の拡大等に取り組

み、三重ファンを育成

することで、三重の魅

力を拡散していただき

ます。 

○ 県からみえの国観光大使に向けた情報提供を行い、SNS 等に

よる情報発信を呼びかけました。 

【雇用経済部観光局観光政策課】 

 

○ ドン小西大使が、三重とこわか国体・三重とこわか大会三重

県選手団新ユニフォーム選定委員会の委員長を務められ、新ユ

ニフォームが完成し、ドン小西大使の出席のもと発表しまし

た。 

【雇用経済部観光局観光政策課、 

地域連携部国体・全国障害者スポーツ大会局競技力向上対策課】 

 

○ 南部地域の関係人口を創出する「度会県プロジェクト」にお

いて、これまでの取組をベースに、関係をより深化させるため

に県内の地域課題と都市部の度会県民とのマッチングを行う予

定でしたが、新型コロナウイルス感染症の拡大により都市部か

らの人の受入を促すことができなくなりました。そこで、ＤＸ

の観点から、オンラインを活用した交流に取組を転換すること

とし、地域で活躍するゲストと度会県民が交流できる「度会県

オンラインサロン」を８回（各回20名～30名程度参加）開催し

ました。オンラインサロンの実施により、大台町観光協会と連

携した「度会県×奥伊勢テラス 関係案内プロジェクト」が始ま

るなど、新たな動きにつながっています。 

【地域連携部南部地域活性化局南部地域活性化推進課】 

7.〔地域ブランドの推

進〕農林水産物の国際

認証取得や地域産品の

ブランド力強化、六次

産業化等に取り組むと

ともに、こうした地域

資源を活用したビジネ

スに取り組む人材の育

成や体制の強化、情報

発信等に取り組み、付

加価値向上や販路拡大

等の取組を支援しま

す。 

○ 三重ブランド7品目9事業者を認定更新するとともに、コロナ

禍におけるブランドのあり方等に関する研修会を開催しました。 

【農林水産部フードイノベーション課】 

 

○ みえフードイノベーションプラットフォームの構築に合わせ

て、多言語化対応などｗｅｂページのリニューアルを行い、効果

的に情報発信を行うため、令和元年度新規認定品の「綿織物」「伊

賀米」のポスターやそれらを反映した三重ブランドパンフレッ

ト、デジタルカタログを作成しました。 

【農林水産部フードイノベーション課】 

 

○ ６次産業化をめざす意欲ある農林漁業者等が抱える課題を解

決するため、三重県６次産業化サポートセンターを設置して専門

家派遣を行い、経営改善戦略や総合化事業計画の策定支援を行い

ました。その結果、25件の経営改善戦略を策定、内4件は六次産

業化法に基づく総合化事業計画の認定を受けることができまし

た。 

【農林水産部フードイノベーション課】 

 

○ 農林水産業者等のコロナ禍に必要となる意識改革を促す人材

育成研修として、全6回のオンラインセミナーを開催するととも

に（48人参加）、修了者が作り上げたビジネスプラン等の発表機

会を設定し（8件）、バイヤーや投資家などの専門家や観覧者（56

人）による審査を行い、3件の取組を表彰、情報発信等を行いま

した。 

【農林水産部フードイノベーション課】 

-17-



 

 
戦略 施策の柱 施策 計画の本文 令和２年度観光施策の取組状況 

 

 

8.〔フィルムコミッシ

ョンの活動支援〕県内

各地でのフィルムコミ

ッションの活動を支援

し、本県における映画

の撮影および旅行者の

誘致につなげるととも

に、三重にゆかりのあ

る映画に関する偉人の

顕彰や映画祭のＰＲな

どに取り組みます。 

○ 「みえフィルムコミッション協議会」として、県内市町や11

ある各地域のFCと連携を強化し、その活動の支援等に取り組み

ました。 

特に、令和2年10月公開の映画「浅田家！」は、津市出身の

写真家・浅田政志氏をモデルに制作され、主に津市が映画の舞

台・ロケ地となりました。主演の二宮和也氏など人気俳優陣が

集結し、注目度が高いことから、本県への誘客促進につながる

よう、映画の公開にあわせて、津市や県内の事業者と連携した

パネル展の実施や、ロケ地周遊につながる取組、雑誌へのタイ

アップ記事の掲載やテレビ等によるロケ地の紹介など、三重県

の魅力を発信しました。 

【雇用経済部観光局観光魅力創造課】 

観光誘客

の推進「世

界の人び

とを魅了

する三重

の観光」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

世界から選

ばれる三重

の観光のブ

ランディン

グ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伊勢志摩サミ

ット開催地の

知名度を生か

した MICE 開

催地としての

ブランド価値

向上 

 

 

 

 

 

 

 

9.〔MICE開催地として

のブランド価値向上〕

第９回太平洋・島サミ

ットをはじめとした

MICEをオール三重で成

功させることでMICE開

催地としてのブランド

価値を向上させ、三重

ならではの特色を生か

し、ターゲットを明確

にした戦略的なプロモ

ーションを行うこと

で、国際会議やインセ

ンティブ旅行（企業の

報奨旅行・研修旅行）の

受け入れにつなげま

す。  

○ 第９回太平洋・島サミットは、新型コロナウイルス感染症感染

拡大防止の観点から、従来の大規模集客型イベントに代えて県公

式ＳＮＳを活用し、開催気運醸成と三重の魅力発信に取り組みま

した。フォロワー数計5,316人、インプレッション数989万回。 

※インプレッション数：投稿がスマートフォン等の画面に表示さ

れた累計数。 

【雇用経済部国際戦略課】 

 

○ MICE誘致については、オンラインを併用した会議への補助金を

創設し、新しい生活様式に対応した会議の開催を２件支援しまし

た。また、県内 MICE施設を対象に、デジタルツールを活用した

情報発信の支援を行うとともに、新型コロナウイルス感染症拡大

防止のための「国際会議等MICE主催者向けガイドライン&実践事

例集」を策定するなど、新型コロナ収束後を見据えた MICE誘致

の体制を整備しました。 

【雇用経済部MICE誘致推進監】 
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観光誘客の

推進「世界

の人びとを

魅了する三

重の観光」 

 

一流の観光

資源の磨き

上げ・オンリ

ーワンの観

光の魅力づ

くり 

 

 

日本の文化聖

地という三重

のイメージ、

多様な自然環

境、食等、三重

ならではの一

流の観光資源

を生かした国

内外からの誘

客促進 

 

 

10.〔日本の文化聖地の

イメージを生かした誘

客促進〕日本人にとっ

ての心のふるさととし

て親しまれてきた「日

本の文化聖地」として

のイメージを生かして

誘客に向けて取り組む

とともに、歴史的・文化

的に価値の高い文化財

の積極的な活用を支援

します。また、文化にふ

れ親しみ、創造する機

会の充実や「日本遺産」 

の活用等により、文化

のおもしろさや価値等

を伝えるとともに、さ

まざまな主体の文化活

動を促進し、まちづく

りなど多様な分野との

連携を通じ、新たな三

重の文化を創造しま

す。 

○ 県総合文化センター、総合博物館、県立美術館、斎宮歴史博物

館において、多彩で魅力的な公演や展示、講座等を実施しました。

（県立文化施設の利用者数51.2万人） 

【環境生活部文化振興課】 

 

○ 斎宮について、発掘調査の撮影とともに初期斎宮に係る映像展

示のシナリオ等を作成しました。国史跡斎宮跡発掘 50 周年記念

特別展(10/3～11/23）や西脇殿フォーラム（3/13、参加者数51人）

において進捗や成果を公開しました。 

【環境生活部文化振興課】 

 

○ 斎宮について、旅行会社と連携して都市部でPR講座を開催（5

回、参加者数139人）するとともに、多言語（英語・中国語（繁

体字））の斎宮プロモーション動画を作成・発信しました。（2種

類・2言語合わせて、Youtube広告を活用して視聴384,500回） 

【環境生活部文化振興課】 
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11.〔三重県ならではの

観光資源の磨き上げ〕

神宮、忍者、海女、真珠、

伊勢えびやあわびなど

の海産物、松阪牛、伊賀

牛、ナガシマリゾート、

鈴鹿サーキット、国立

公園、ユネスコエコパ

ーク や世界遺産熊野

古道伊勢路等、世界に

誇れる一流の魅力を生

かした観光資源の磨き

上げを行います。 

○ 宿泊施設や道の駅等の観光交流施設への専門家派遣を行った

ほか、ホームページや各種ＳＮＳで熊野古道や東紀州の魅力の発

信を継続して行いました。 

【地域連携部南部地域活性化局東紀州振興課】 

 

○ 県産真珠の需要促進に向け、真珠の魅力をＰＲできる人材の育

成、オンライン真珠ＰＲ、動画コンテンツの作成、オンラインＰ

Ｒプラットフォームの構築を実施しました。 

・真珠養殖を紹介する動画や真珠がサスティナブルな宝石である

ことをＰＲする動画、漁場の風景等を疑似体験できるＶＲ動画

を日本語、英語、中国語で制作し、三重テラスイベント（11月、

12月）、東京国際宝飾市（1月）等で公開。 

・宝飾業者に対して、養殖業者が本県の真珠づくりを伝えるウェ

ブセミナーを2月に国内配信し500人が視聴。本動画を中国語

に翻訳し中国へ配信、2,400人が視聴。 

・養殖業者等を対象とした英語研修を3月に実施。 

・ホテルコンシェルジュ等が英語で真珠を説明できるよう研修動

画（10本）を作成・公開。 

・動画コンテンツ等をまとめ、三重県真珠振興協議会のＨＰを整

備。 

【農林水産部水産振興課】 

 

○ 海女振興協議会による鳥羽市海の博物館における県外からの

修学旅行生（令和2年11月10日、大津市小学6年生）に対する

海女漁・文化・日本農業遺産認定の紹介をはじめ、大阪市天神橋

筋商店街で開催されたイベント（令和2年11月21日）における

リーフレットや「海女もん」ノベルティの配布など、ＰＲ活動を

支援しました。 

【農林水産部水産資源管理課】 

 

【再掲】 

○ 県内観光地の課題解決の取組を支援し、地域の活力を生み出

していくため、（一社）相差海女文化運営委員会及び（株）地

域経済活性化支援機構（REVIC）と連携した泊食分離及び宿泊施

設が連携した共同バス運行のモデル事業を鳥羽市相差地域にお

いて実施しました。 

【雇用経済部観光局観光魅力創造課】 

 

○ 日本忍者協議会と連携し、伊賀地域において新たなアクティビ

ティ「忍道プログラム」を開発し、メディアで発信するなど、忍

者を活用した誘客や情報発信に取り組みました。 

  ・三重テレビ「ええじゃないか。」（令和3年3月29日放送） 

   ～忍者の魅力を体験するふれあい旅～ 

【雇用経済部観光局観光魅力創造課】 

 

○ 「海女振興協議会」に参画し、国内外への海女文化の情報発信

などを通して、海女文化の振興・継承を図りました。 

【雇用経済部観光局観光魅力創造課】 

 

○ 海女漁および関連する習俗について、令和２年 12 月４日から

６日にイオン京都桂川で開催された三重県フェアにおいて、海女

映像展を開催したほか、令和２年７月 28日から 12月 25日には

三重県庁において、海女が行う“まじない”や“祈り”の習俗に

ついての特集展示を実施するなど、文化財の活用のあり方やその

魅力について発信しました。 

【教育委員会事務局社会教育・文化財保護課】 

 

-20-



 

 
戦略 施策の柱 施策 計画の本文 令和２年度観光施策の取組状況 

 

 

○ 世界遺産熊野参詣道について、危険箇所の早期発見、毀損箇所

の早期復旧など史跡の保護に努めることで、利用者の安全を確保

し、魅力的な巡礼体験のできる空間づくりに取り組みました。 

【教育委員会事務局社会教育・文化財保護課】 

 

○ 海女、世界遺産熊野参詣道について、現地で取材を行った動画

コンテンツをインターネット公式チャンネル（フェイスブック・

ユーチューブ）で公開しました。 

【教育委員会事務局社会教育・文化財保護課】 

12.食を生かした観光

魅力の創造〕商品開発

や販路開拓等に取り組

む事業者への支援等を

行うなど、長い歴史を

背景とした三重の豊か

な食文化を活用した滞

在の魅力向上を図ると

ともに、県産食材を活

用した食の魅力創造を

促進します。 

○ 新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けて販路を失った

県産食材を中心に、県内外のホテル・飲食店等へＰＲを行うとと

もに、オンライン商談会を実施しました。また、情報発信力の強

い首都圏ラグジュアリーホテル等での三重県フェアの開催を通

じて、県産食材の魅力や評価を高める取組を実施しました。さら

に、県内農林水産事業者や流通事業者をはじめ、多様な主体によ

る相互の情報交換、商談、研修を可能とし、三重の農林水産物の

魅力を発信する新しいオンラインコミュニティ「みえフードイノ

ベーションプラットフォーム」を構築しました。 

【農林水産部フードイノベーション課】 

13.〔伝統産業を生かし

たプロモーション〕伝

統産業・地場産業等の

事業者の創意工夫や、

他事業者等との連携に

よる商品づくり、体験

メニューの開発等、新

たな魅力や価値を創出

する取組を支援すると

ともに、伝統工芸品と

日本酒や食材等、他の

産品との一体的なプロ

モーションにより、広

く情報発信します。 

○ 伝統産業・地場産業、食関連産業等の様々な事業者が交流し、

チームを形成して商品開発に取り組むワークショップを開催（20

事業者参加）し、開発された９商品をオンラインイベント等での

魅力発信や県内外での販売につなげました。 

【雇用経済部三重県営業本部担当課】 

14.〔世界遺産熊野古道

伊勢路の保全・活用〕世

界遺産熊野古道伊勢路

をはじめとする東紀州

地域ならではの地域資

源を生かし、関係市町

等と連携した保全活動

を展開するとともに、

伊勢から熊野を結ぶ環

境づくり、国内外への

情報発信、訪日外国人

旅行者の受入環境整備

等の取組をさらに進め

ます。また、集客交流拠

点施設を十分に活用

し、交流人口の拡大を

図ります。 

○ 保全団体・高校生ボランティア・熊野古道世界遺産登録 15 周

年実行委員会参加団体・熊野古道サポーターズクラブ会員の総勢

122 名参加による熊野古道一斉クリーンアップ作戦を、5 か所で

同時開催する予定でした。（新型コロナウイルス感染症の影響に

より中止） 

【地域連携部南部地域活性化局東紀州振興課】 

 

○ 行きたい観光地を選ぶと、最適な旅行ルートのほか、公共交通

機関や地域独自の交通手段、自動車でのアクセス等を案内する

「旅行ルート作成システム（多言語）」を、リニューアルした県

の「熊野古道伊勢路サイト」及び（一社）東紀州地域振興公社の

「東紀州観光手帖サイト」と時機を合わせて公開しました。 

【地域連携部南部地域活性化局東紀州振興課】 

 

○ 熊野古道センターでは、新型コロナウイルス感染症の影響で県

内教育旅行の受入が増加し、熊野古道のレクチャーや尾鷲ヒノキ

の箸作り体験など、多人数に対応できるノウハウを構築できまし

た。 

【地域連携部南部地域活性化局東紀州振興課】 
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観光誘客の

推進「世界

の人びとを

魅了する三

重の観光」 

 

一流の観光

資源の磨き

上げ・オンリ

ーワンの観

光の魅力づ

くり 

 

持続可能な自

然資源の保

全・活用 

 

15.〔国立公園等の保

全・活用〕国立公園、国

定公園、県立自然公園、

ユネスコエコパーク等

における豊かな自然と

のふれあいを促進する

とともに、公園や自然

遊歩道等の施設整備、

安全確保のための維持

管理を推進します。 

○ 優れた自然環境や自然景観を有する国立公園、国定公園を安

全・安心に利用いただくため、各園地や長距離自然歩道の維持管

理、点検パトロールを行いました。 

・園地、休憩施設等維持管理業務委託 5か所 

・東海自然歩道維持管理業務委託 6市、1町（197km） 

・近畿自然歩道維持管理業務委託 7市、7町 (386km) 

また、国立公園、国定公園をはじめ、県管理の森林公園等にお

いて、自然観察等と併せた清掃活動や修繕活動のツアー、イベン

トを12回開催しました。 

【農林水産部みどり共生推進課】 

16.〔エコツーリズム推

進〕自然公園施設の維

持管理・計画的な整備

とともに、民間団体等

による自然公園等の資

源を生かしたエコツー

リズムの取組を促進し

ます。 

○ 「伊勢志摩国立公園」において、快適な利用環境を整備するた

め、ビューポイント（重点取組地域）である鵜倉園地（新築）、

箱田山園地（改修）でのトイレ整備や、休憩施設等、3か所の整

備を行いました。 

また、「伊勢志摩国立公園エコツーリズム推進協議会」と連携

し、エコツアーのガイドを育成するための研修会を3回開催しま

した。新型コロナウイルス感染症対策のための、「観光ニューノ

ーマル対応」研修や、SDGs研修などを開催し、エコツーリズムの

質の向上に取り組みました。 

【農林水産部みどり共生推進課】 

17.〔農山漁村の有する

多面的機能の維持・発

揮〕農山漁村の有する

多面的機能の維持・発

揮を図るため、農村地

域における農地・水路・

農道等の地域資源の保

全や景観形成等に向け

た共同活動を支援しま

す。 

○ 農業者及び多様な主体が、農業及び農村が有する多面的機能の

保全や農業生産の継続に向けた活動を通じて、持続的に支える組

織づくりに取り組みました。 

◆活動組織数 

令和元年度：731組織 → 令和2年度：745組織 

◆認定面積 

令和元年度：28,880 ha → 令和2年度：29,207 ha 

【農林水産部農山漁村づくり課】 

18.〔潤いのある水辺空

間の創出〕河川が本来

有している多様性に富

んだ自然環境と河川景

観を保全・整備すると

ともに、海浜を保全・復

元することにより、潤

いのある水辺空間の創

出を進めます。 

○ 三滝川等の河川において、水辺空間の創出や希少種の生息環

境保全に努めました。 

 河川において、地元住民が自主的に行う草刈り、清掃等の活

動を支援し、環境美化を図りました。 

【県土整備部河川課】 

 

○ 井田地区海岸において人工リーフの整備、宇治山田港海岸等

において養浜等を実施し、親水空間の創出を進めました。 

【県土整備部港湾・海岸課】 

 

○ 関係機関、民間団体等と連携し、県内の海岸漂着物等の回収

処理を進めるとともに、発生抑制対策として、ＦＭラジオや海

岸漂着物問題の啓発映像を活用したテレビコマーシャル、ＳＮ

Ｓ（Facebook、Instagram）を活用した情報発信を行いました。 

また、３県１市が連携した「伊勢湾 森・川・海のクリーン

アップ大作戦」を展開し、県内でも23,000人を超える参加があ

りました。 

【環境生活部大気・水環境課】 
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19.〔持続可能なもうか

る農業の実現〕持続可

能なもうかる農業の実

現を図るため、多様な

担い手の確保・育成を

進めるとともに、安全

で安心な農産物の安定

的な供給に取り組みま

す。 

○ 新規就農者の確保に向け、就農相談への対応や就農フェアなど

における農業法人とのマッチングなどに取り組み、40 人の参加

者がありました。 

 また、若き農業ビジネス人材を育成する「みえ農業版ＭＢＡ養

成塾」についてカリキュラムなどの充実を図りながら、第3期生

2名を確保しました。 

 さらに、農業における「働き方改革」の取組のモデルとして、

農外からの多様な人材の参入として、福祉事業者と北勢のトマト

産地、大学生の援農活動と東紀州のカンキツ産地とのマッチング

が成立し、農業経営体における職場環境や人材育成体制の整備な

どに取り組みました。 

【農林水産部担い手支援課】 

 

○ 安全・安心な農畜水産物の安定的な供給を図るため、農薬、肥

料、動物・水産用医薬品や飼料等の生産者、販売者および使用者

に対する監視・指導を行いました（監視・指導実施総数：1,378

件）。 

【農林水産部農産物安全・流通課】 

 

○ 新規就農者の確保に向け、園芸産地等において、空きハウスな

ど遊休化している居ぬき資産などを就農希望者等にあっせんす

る取組により8件の譲渡がありました。 

 また、持続可能な農業を実現するためには、食品安全はもとよ

り、労働安全、環境保全にも取り組む必要があります。ＧＡＰに

取り組むことは、これらの安全に貢献できます。三重県における

国際水準ＧＡＰ認証は、令和2年度末で98認証となりました。 

【農林水産部農産園芸課】 

20.〔「緑の循環」の推

進と県産材の利用の促

進〕利用期を迎えた森

林資源を活用し、「植

え、育て、収穫し、また

植える」緑の循環を確

実に進めるため、持続

可能な林業生産活動を

促進するとともに、県

産材の利用の促進に取

り組みます。 

○ 持続可能な林業生産活動の促進のため、低コスト造林や搬出間

伐、高性能林業機械の導入等により、生産性の向上に取り組んだ

ほか、「みえ森林・林業アカデミー」では、基本コースに県内外か

ら新たに 25名の受講生が参加し、専門性の高い技術を習得する

選択講座に延べ152名が参加するなど、人材育成に取り組みまし

た。 

 また、県産材の利用拡大のため、県産材の積極的かつ計画的な

使用等を宣言した「木づかい宣言」事業者を新たに 13団体登録

したほか、県内の建築士等を対象とした中大規模建築物等の木造

設計にかかる研修会を延べ6日間開催しました。 

【農林水産部森林・林業経営課】 

21.〔水産資源の維持・

増大〕水産資源の維持・

増大を図るため、科学

的知見をふまえた新た

な資源管理体制の構築

や効果的な栽培漁業の

推進等に取り組みま

す。 

○ 本県の重要な沿岸資源7種（マダイ、ヒラメ、イサキ、スズキ、

マアナゴ、クルマエビ、ヤマトシジミ）について、精度の高い資

源評価を実施しホームページに公表するとともに、漁具等に取り

付けた測定機器により伊勢湾の漁場環境の把握を行いました。 

 また、県が科学的根拠に基づく資源管理方策を提案し、漁業者

が主体的に取り組む資源管理を促進しました。 

 効果的な栽培漁業の推進の観点から、外部有識者を含む検討会

を設置し、栽培漁業基本計画及び生産する種苗の見直しを行いま

した。 

 また、（公財）三重県水産振興事業団に委託し、県栽培漁業セ

ンターの施設を利用して、ヒラメ 20万尾、アワビ 7.6万尾、ク

ルマエビ310万尾、ヨシエビ350万尾、ナマコ4万個の種苗を計

画通り生産しました。 

【農林水産部水産資源管理課】 

  

-23-



 

 
戦略 施策の柱 施策 計画の本文 令和２年度観光施策の取組状況 

 

 

観光誘客の

推進「世界

の人びとを

魅了する三

重の観光」 

 

 

三重県の立

地を生かし

た国内外か

らの誘致 

 

 

リニア中央新

幹線全線開業

や大阪・関西

万博等を見据

えた首都圏、

関西圏、中京

圏からのイン

バウンドも含

めた誘客推進 

22.〔スーパー・メガリ

ージョン形成等に向け

た誘客推進〕高速道路

網の整備による大都市

圏からのアクセス向上

やリニア中央新幹線全

線開業によるスーパ

ー・メガリージョン形

成のインパクトを最大

限生かせるよう、国内

外からの誘客を促進し

ます。また、県内の声も

ふまえて、中長期的な

観点からMICE施設等が

一体となった特定複合

観光施設（IR）に関する

調査を進めていきま

す。 

○ 日本各地の魅力を知り尽くし、旅行に関心のある層の支持を受

け、雑誌等を発行する「株式会社Discover Japan」と連携し、雑

誌やWeb記事、動画などにより首都圏をはじめとした大都市圏に

おいて三重県ならではの「自然」、「文化」、「食」などの魅力

発信に取り組みました。また、雑誌「Discover Japan」の記事に

ついては、抜き刷りを作成し、JR東海管内の駅に配架しました。 

  また、JR東海と連携して、地元引き換え特典付き旅行商品や、

伊勢志摩の美しい自然、豊かな文化伝統を学べる「親子で行く修

学旅行」、新たに三重の梅を扱った旅行商品を造成・販売し、地

域の消費拡大・滞在時間の延長等につなげるとともに、観光地と

しての魅力のブランディングに取り組みました。  

【雇用経済部観光局観光魅力創造課】 

 

○ ＩＲについては、令和元年度に県内市町等からの要望を受け、

決して誘致ありきではなく、あらゆる可能性を慎重に検討してい

くことを前提に、様々な観点から中長期的な視点で調査研究を進

めています。具体的には、国のＩＲ制度や他の自治体の検討状況

等の調査、ＩＲ制度に関するセミナーや有識者へのヒアリング等

を通じて、ＩＲに関する情報収集を行いました。 

【雇用経済部観光局海外誘客課】 

-24-
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23.〔大都市圏プロモー

ション〕東京2020オリ

ンピック・パラリンピ

ックや大阪・関西万博

等、さまざまなビッグ

チャンスを捉えて、大

都市圏において三重の

食・観光をはじめとし

た多彩な魅力を発信し

ます。 

○ 首都圏では、三重テラスオープン以来構築してきたネットワー

クの活用、日本橋エリアの関係団体や他県アンテナショップとの

連携等を通じた情報発信により、三重テラス及び三重県の認知度

向上、観光誘客、販路開拓に取り組みました。 

  また、コロナ禍における魅力発信として、三重テラスと各所を

オンラインでつなぎ、双方向によるコミュニケーションを通じて

三重の魅力を伝えるオンラインセミナー等のICTを活用したイベ

ントを開催しました。（８回開催） 

  さらに、包括連携協定を締結した企業等との連携により国内に

おいて「三重県フェア」を６回開催しました。 

【雇用経済部三重県営業本部担当課】 

 

○ 関西圏では、県内のイベント・キャンペーン情報などを告知

するマスコミキャラバンを実施し、延べ31紙の記事掲載につな

げるとともに、テレビ、ラジオ、Webメディア等を活用した情報

発信を45件実施するなど、三重の魅力を発信しました。 

また、関西圏のホテルやスーパーへ県産食材を売り込むため

の営業活動を展開し、シェフ・バイヤー等を県内生産地へ案内

するツアー（１回）や、県内事業者とのオンライン商談（５

回）、県産食材を使用した「三重県フェア」（２回）などの取

組を通して、ホテルやスーパーと新たな取引が実現した県内事

業者は20社となりました。 

【雇用経済部三重県営業本部担当課】 

 

【再掲】 

○ 日本各地の魅力を知り尽くし、旅行に関心のある層の支持を受

け、雑誌等を発行する「株式会社Discover Japan」と連携し、雑

誌やWeb記事、動画などにより首都圏をはじめとした大都市圏に

おいて三重県ならではの「自然」、「文化」、「食」などの魅力

発信に取り組みました。また、雑誌「Discover Japan」の記事に

ついては、抜き刷りを作成し、JR東海管内の駅に配架しました。 

  また、JR東海と連携して、地元引き換え特典付き旅行商品や、

伊勢志摩の美しい自然、豊かな文化伝統を学べる「親子で行く修

学旅行」、新たに三重の梅を扱った旅行商品を造成・販売し、地

域の消費拡大・滞在時間の延長等につなげるとともに、観光地と

しての魅力のブランディングに取り組みました。  

【雇用経済部観光局観光魅力創造課】 

 

○ 全日本空輸株式会社（以下「ANA」という。）と連携し、北海道

をはじめとする遠隔地から三重県への誘客について、旅行商品の

企画・造成及び販売を実施しました。旅行商品の販売について、

令和 2年 9月から専用 HPでの WEB販売および旅行会社の窓口で

の販売（「三重スペシャル」）を行い、旅行需要の獲得に取り組

みました。 

また、ANA就航地における三重県の㏚として、北海道、九州に

おける、ラジオ広告、各地方新聞の折り込みタブロイド版を活用

した情報誌での広告および地下街など人通りの多い場所での大

型壁面広告を行いました。なお、実施に際しては、新型コロナウ

イルス感染症の状況等を踏まえつつ、掲載内容の変更、WEB販売

の一時停止、再開等機動的な対応を行いました。 

【雇用経済部観光局観光魅力創造課】 
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24.〔広域連携プロモー

ション〕中部および関

西圏という両圏域の結

節点に位置する地理的

特性を生かし、他府県

や関係機関との連携を

強化し、デジタルツー

ルも活用しながら広域

でのインバウンド向け

プロモーションに取り

組みます。 

○ 関西圏の旅行会社に対し、リモートで現地案内を実施するなど

の営業活動を展開することで、本県への旅行商品の造成（９件）

につなげました。また、関西圏で実施したイベント時に、来場者

が関西に居ながら三重の魅力を体感できるよう、会場と県内観光

地を結ぶリモート中継を11回実施しました。 

【雇用経済部三重県営業本部担当課】 

 

○ 国の「地域の観光資源を活用したプロモーション事業」を活用

し、他府県にまたがる広域プロモーションを実施しました。 

【雇用経済部観光局海外誘客課】 

 

○ 近隣府県、県内各市町、団体、関係事業者と連携・協力のもと、

タイ市場から個人旅行者（ＦＩＴ）誘客を促進するための情報発

信やオンラインプロモーション、フランス市場の高所得者層に広

域周遊を促すための情報発信、ゴルフやトレッキングなどのアウ

トドアスポーツと観光資源を組み合わせた情報発信など、国内に

拠点を持つ海外旅行会社や国内のランドオペレーター、日本在住

のメディア、インフルエンサー等を招請したファムトリップ（18

件）を実施しました。 

【雇用経済部観光局海外誘客課】 

25.〔空港利用の促進〕

旅行者の移動に不可欠

な鉄道や地域間バス等

の利用促進とともに、

LCC などのエアライ

ン、鉄道やバス、高速船

等とも連携して、関西

国際空港、中部国際空

港の利用促進や広域周

遊を促進するための取

組や二次交通の充実

等、旅行者の利便性向

上に取り組みます。 

 

○ 関係自治体や経済団体、空港会社等で構成する「中部国際空港

利用促進協議会」と連携し、コロナ終息後を見据えた訪日プロモ

ーションや富裕層向けの体験プログラムの造成などに取り組み

ました。また、「関西国際空港全体構想促進協議会」において利

用促進活動に取り組みました。 

【地域連携部交通政策課】 

26.〔クルーズ・スーパ

ーヨット誘致促進〕三

重県クルーズ振興連携

協議会によるおもてな

しの向上や、港でのク

ルーズ船の受入環境の

充実・強化に取り組む

とともに、富裕層誘客

に向けたスーパーヨッ

トなどの受入体制につ

いて検討します。 

○ クルーズ船社、港湾管理者、衛生主管部局及び地域の関係団体

と連携して日本船の寄港受入を再開し、令和2年度は計7回の寄

港を実施し、約1,100名の乗客数となりました。 

 【雇用経済部観光局観光魅力創造課】 
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観光誘客の

推進「世界

の人びとを

魅了する三

重の観光」 

 

 

三重県の立

地を生かし

た国内外か

らの誘致 

 

 

三重県の立地

を生かした観

光産業の投資

促進、人材の

呼び込み 

 

 

 

 

 

 

27.〔観光分野への投資

促進〕観光分野におけ

る新事業の創出や既存

事業の高度化、観光分

野への新たな進出等に

取り組む中小企業・小

規模企業に対し、関係

団体と連携した総合的

な支援を行います。 

○ 県内で持続可能な観光地づくりによる地域活性化を中長期的

に進めていくため、令和２年 11 月に観光庁と包括協定を結ぶ株

式会社地域経済活性化支援機構（ＲＥＶＩＣ）、県内３金融機関

及び県で連携協定を締結し、令和３年１月には伊勢、鳥羽、志摩

の行政、観光、商工関係者を中心とした「三重県観光・地域活性

化協議会」を設立するなど、官民が連携して地域活動の支援に取

り組みました。 

【雇用経済部観光局観光魅力創造課】 

28.〔サービス産業に係

る投資の促進〕急増す

るインバウンドの取り

込みなどに向けた外資

系ホテルの誘致に取り

組むほか、付加価値の

高いサービスを提供す

る集客・交流関連産業

の整備に係る投資を促

進します。 

○ サービス産業立地補助金の PR を図り、三重県に対する雇用効

果や経済波及効果の大きいサービス産業関連施設の誘致に取り

組みました。 

【雇用経済部企業誘致推進課】 

29.〔移住促進〕「ええ

とこやんか三重 移住

相談センター」を中心

に、具体的な就労情報

や住まいに関する情報

の提供等、きめ細かな

移住相談を行うととも

に、多様な暮らし方の

できる三重の魅力等、

移住希望者のニーズに

沿った情報発信に取り

組みます。 

○ 東京の「ええとこやんか三重 移住相談センター」や、大阪お

よび名古屋での移住相談デスク等において、市町と連携し、きめ

細かな移住相談を行うとともに、移住者の暮らしぶりを紹介する

リレー動画の配信など三重の暮らしの魅力発信に取り組み、令和

２年度の移住相談は1,098件、県および市町の施策を利用した県

外からの移住者数は、平成 27年度から令和２年度までの６年間

で1,919人となりました。 

【地域連携部地域支援課】 

 

○ 首都圏の移住希望者と県内の地域の人たちが継続的につなが

り、交流する仕組みである「三重暮らし魅力発信サポーターズス

クエア」の取組を進めるとともに、キーパーソンともなる「三重

暮らし応援コンシェルジュ」を委嘱しました。サポーターズスク

エアでは、参加者同士のつながりを深める交流サイトでの情報交

換や、三重の暮らしの魅力を伝えるＷｅｂ記事の協働作業などに

取り組みました。 

                  【地域連携部地域支援課】 

30.〔国際インターンシ

ップの受入促進〕県内

企業の海外人材獲得を

促進するため、県内大

学等と連携し、国際イ

ンターンシップの受入

を推進します。 

○ 県内におけるグローバル人材の獲得を目的に海外の大学生（台

湾南台科技大学）を県内で受け入れ、三重大学での研修（日本で

のビジネスマナー、日本語）と企業でのインターンシップを行う

予定でしたが、新型コロナウイルス感染症の拡大により実施を見

送りました。 

【雇用経済部国際戦略課】 
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観光産業の

振 興

「TOKOWAKA

～変革し続

ける観光産

業へ～」 

 

 

旅行者目線

に立った旅

行環境の変

革 

 

 

AI やICT な

どの新技術を

生かした快適

で利便性の高

い受入環境の

整備促進 

 

 

 

 

 

31.〔AIやICTを活用し

た公共交通の利便性向

上〕最新のAIやICT技

術を活用し、出発地か

ら目的地まで、利用者

にとっての最適経路を

提示するとともに、バ

ス、レンタカー、タクシ

ー、海上交通等、複数の

交通手段や観光サービ

スなどを含め、一括し

て提供するサービスで

あるMaaSの取組を推進

し、主要駅等と観光地

を結ぶ二次交通の利便

性の向上を図ります。 

○ 三重県菰野町において、新しい移動手段として電動の自転車、

バイク、キックボードなど計 62 台の小型モビリティを導入し、

町内６つのモビリティポートで無料貸出を行い、これまでになか

った観光の動線を創出するなど、将来的な観光 MaaS を見据えた

実証事業を実施しました。 

【雇用経済部観光局観光政策課】 

32.〔次世代モビリティ

の導入促進〕自動運転

技術を活用した次世代

モビリティをはじめと

する新たな移動手段の

導入について検討を行

う市町等の取組に参

画・支援することで、観

光地におけるシームレ

スな移動手段の確保を

促進します。 

○ 高齢者や交通不便地域などにお住いの方々をはじめとする県

民の皆さんの円滑な移動を支援するため、地域の実情に応じた、

福祉をはじめとする関係分野と連携した取組や次世代モビリテ

ィ等を活用した取組などをモデル事業として、市町、事業者等と

ともに取り組むとともに、新たな移動手段を導入する地域の拡大

を図るため、これらの成果をマニュアルに取りまとめました。ま

た、MaaS 等の新技術を活用した新たな移動手段の導入について

検討を行う地域や市町と連携しながら取り組みました。 

【地域連携部交通政策課】 

33.〔空飛ぶクルマの促

進〕「空飛ぶクルマ」の

活用によるさまざまな

地域課題の解決、新た

なビジネスの創出をめ

ざして、「空の移動革

命」促進に取り組みま

す。 

○ 「空飛ぶクルマ」の活用によりさまざまな地域課題を解決し、

地域における生活の質の維持・向上を図るとともに、新たなビジ

ネスの創出をめざし、「空飛ぶクルマ」の実用化に向けて必要と

なるインフラや人材等の調査のほか、実証実験に適した飛行ルー

トや将来的なビジネスにつながる飛行ルートの策定、実証実験に

取り組みました。また、社会受容性の向上や県内事業者等関係機

関との連携を深めるため、検討会やシンポジウムを開催しまし

た。さらに、「空飛ぶクルマ」の実用化に向けて積極的に取り組

む事業者と協定を締結するなど、連携強化や新たなネットワーク

の構築を図り、「空の移動革命」の促進に取り組みました。 

【雇用経済部創業支援・ＩＣＴ推進課】 

34.〔ストレスフリーな

旅行環境整備〕主要な

観光地、交通結節点、旅

館・ホテル等において、

AIチャットボットやデ

ジタルサイネージ、多

言語翻訳システム機

器、多言語表記、ピクト

グラム表示等、観光案

内機能の充実や、無料

公衆無線 LAN 整備、施

設のバリアフリー化

等、訪日外国人旅行者

がストレスフリーに旅

行できる環境整備を促

進します。 

○ 和歌山県等との連携による協議会に参画し、二次交通の課題に

係る外国人モニター調査を実施しました。また、交通拠点となる

主要駅・バス停の多言語案内表示の整備と公共交通ガイドマップ

等による情報発信に取り組みました。 

【地域連携部南部地域活性化局東紀州振興課】 

 

○ 観光と交通の環境整備を一体的に進めるため、「観光地の『ま

ちあるき』の満足度向上整備支援事業（観光庁）」を活用し、鳥

羽市における受入環境の充実を図るため、観光案内板や非常用電

源装置の整備を行うとともに、スマートフォンを活用した外国人

向け観光案内を行うための「VISITMIE AIチャットボット」を構

築しました。 

【雇用経済部観光局観光政策課】 
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35.〔消費環境の整備促

進〕外国人旅行者向け

消費税免税店の拡大を

図るとともに、キャッ

シュレス決済環境の整

備を促進します。 

○ 地域DMO、観光協会、市町等に対して、国の支援制度にかかる

情報を随時タイムリーに提供し、積極的な整備を呼びかけまし

た。（外国人旅行者向け消費税免税店店舗数：604店舗（令和３

年３月31日時点）） 

【雇用経済部観光局観光政策課】 

 

○ 「三重県キャッシュレス推進方針」に基づき、キャッシュレス

決済を通じた中小企業・小規模企業の生産性向上や消費者の利便

性向上等に市町・商工団体等と連携して「地域活性化キャッシュ

レスモデル実証事業」として店舗へのマルチ決済端末の導入支援

や集客キャンペーン、結果報告会（Web セミナー）等を開催しま

した。 

【雇用経済部創業支援・ＩＣＴ推進課】 

観光産業の

振 興

「TOKOWAKA

～変革し続

ける観光産

業へ～」 

 

 

旅行者目線

に立った旅

行環境の変

革 

 

 

安全・安心に

旅行できる環

境の整備促進 

 

 

 

 

36.〔安心して観光を楽

しむことができる交通

サービスの確保・充実〕

安心して滞在できる観

光地づくりを推進する

ため、交通空白地域や、

早朝や夜間等、交通サ

ービスを利用しにくい

交通空白時間における

交通手段の確保も含め

た、交通サービス充実

化に向けた取組を検討

します。 

○ 鳥羽市相差地域において、鳥羽、相差間の既存路線バスの運行

時間やルートと重複しない形でバスを運行する地域共同交通の

実証事業を実施しました。 

【雇用経済部観光局観光魅力創造課】 

37.〔観光危機管理の推

進〕外国人を含む旅行

者を災害から守るため

の自然災害に関する迅

速な情報提供や発災後

に旅行者が安全な場所

に避難できる体制づく

り、観光事業者等によ

る発災後の事業継続計

画（BCP）策定等への支

援など観光防災の推進

とともに、事故、自然災

害、感染症の拡大等に

よる三重の観光産業へ

の影響緩和に取り組む

観光危機管理を推進し

ます。 

○ 観光防災の主体的な取組を促すため、コロナ禍での避難のあり

方についてのセミナーの開催、避難誘導マニュアルや観光施設に

おけるBCP作成のための課題検討の場の設置や、災害時の観光客

への対応を想定した避難訓練等を実施しました。 

【雇用経済部観光局観光政策課、防災対策部防災企画・地域支援課】 
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戦略 施策の柱 施策 計画の本文 令和２年度観光施策の取組状況 

 

 

38.〔日本一のバリアフ

リー観光の推進〕パー

ソナルバリアフリー基

準により、関係団体等

と協働しながらバリア

フリー観光を推進し、

また、ユニバーサルデ

ザインに配慮した施設

整備を促進します。 

◯ 障がい者をはじめ歩行困難な方の外出を支援するため、必要と

する方へ「おもいやり駐車場利用証」を交付するとともに、事業

者の協力により、観光施設や商業施設等でのおもいやり駐車場の

設置が進みました。 

（県内登録施設数：2,180施設（令和２年度末時点）） 

【子ども・福祉部地域福祉課】 

 

○ 外見からわかりにくくても、周囲からの援助や配慮を必要とす

る障がいや病気の方などの外出を支援するため、ヘルプマークの

配布や啓発を進めました。 

（ヘルプマーク配布数：約15,560個（令和２年度末時点）） 

【子ども・福祉部地域福祉課】 

 

○ 鉄道事業者が行う駅舎のバリアフリー化を支援しました（近鉄

平田町駅、近鉄江戸橋駅、近鉄伊賀神戸駅、近鉄五十鈴川駅、三

岐暁学園前駅、あすなろう四日市駅）。 

【子ども・福祉部地域福祉課】 

 

○ 「三重県ユニバーサルデザインのまちづくり推進条例」の理

念等のPRや整備基準等による指導により、施設整備を担う人た

ちの意識向上を図り、観光地を含む施設等のバリアフリー化を

推進しました。 

【子ども・福祉部地域福祉課】 

 

○ 伊勢志摩バリアフリーツアーセンターと連携し、宿泊施設５か

所、観光施設３か所でパーソナルバリアフリー基準による調査を

実施しました。また、バリアフリーの観光地づくりを推進するた

め、県内２地域（北勢・東紀州）で計３回の研修を実施しました。 

【雇用経済部観光局観光政策課】 

39.〔観光地としての景

観形成促進〕市町や県

民等による主体的な景

観づくりを進めるた

め、景観づくりに関す

る情報提供や知識の普

及、専門家派遣等を行

うとともに景観に配慮

した建築物・工作物等

の規制誘導等を図りま

す。また、適正な屋外広

告物の表示・設置のた

めの取組を進め、良好

な景観の形成、風致の

維持および公衆に対す

る危害の防止を進めま

す。都市環境を保全し、

その機能を高めるた

め、街路の整備や電線

類の地中化に向けた取

組を進めます。 

○ 県民や事業者、市町とともに、地域の個性を生かした魅力ある

景観づくりを展開していくため、市町の景観づくりの取組を支援

しました。 

 違反広告物防止と広告物の適切な点検・管理を促すため、９月

に県・市町が一斉に調査・指導を行いました。また、屋外広告物

条例の普及啓発のため、関係団体を通じて周知を行いました。 

 安全で快適な魅力ある道づくりや良好な都市景観の形成を目

標に、電線共同溝の整備を進めました。 

【県土整備部都市政策課】 

 

○ 大規模な太陽光発電施設の設置にあたっては、計画から設計、

施工、運用、廃止の各段階において地域との共生が図られるよう、

「三重県太陽光発電施設の適正導入に係るガイドライン（平成30

年７月改訂）」の適正運用に努めました。 

【雇用経済部ものづくり産業振興課】 
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戦略 施策の柱 施策 計画の本文 令和２年度観光施策の取組状況 

 

 

40.〔社会資本整備の促

進〕東海環状自動車道、

近畿自動車道紀勢線等

の高規格幹線道路や、

北勢バイパス、中勢バ

イパス等の直轄国道の

整備を促進するととも

に、そのアクセス道路

等となる県管理道路の

整備を推進すること

で、県内外との交流を

広げる道路ネットワー

クの形成を図ります。

県管理の道路・河川・海

岸等の施設について、

安全・安心の確保に向

けて計画的な維持管理

を進めます。 

○ 紀勢自動車道の暫定２車線区間の４車線化について、勢和多気

JCTから大宮大台ICまでの区間約10.9㎞が事業着手区間に決定

されるとともに、直轄国道では、未事業化区間であった鈴鹿四日

市道路が新規事業化されました。また、これまで都市計画決定に

向け取り組んできた鈴鹿亀山道路は、令和３年２月に都市計画の

告示を行いました。 

〈令和２年度主な供用区間〉 

・一般県道六軒鎌田線 L=1.4km（松阪市内） 

・主要地方道松阪青山線 L=0.4km（松阪市内） 

・主要地方道磯部大王線（志島バイパス） L=1.8km（志摩市内） 

・一般県道海山尾鷲港線 L=0.2km（紀北町内） 

・一般県道長島港古里線 L=0.36km（紀北町内） 

【県土整備部道路企画課、道路建設課】 

 

○ 道路通行時の安全性・快適性の確保に向け道路施設の点検・診

断・措置・記録のメンテナンスサイクルを確立し、計画的な修繕・

更新を実施しました。 

【県土整備部道路管理課】 

 

○ 河川の施設を良好な状態に保つため、定期的な点検を行うとと

もに、長寿命化計画に基づく予防保全的な機器の修繕・更新を行

いました。 

【県土整備部河川課】 

 

○ 海岸保全施設を良好な状態に保つため、点検や修繕を行い、災

害の未然防止に努めました。 

【県土整備部港湾・海岸課】 
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戦略 施策の柱 施策 計画の本文 令和２年度観光施策の取組状況 

 

 

41.〔衛生管理等の促

進〕農産物の生産工程

管理および衛生管理の

促進等、農水産物の安

全・安心の確保に取り

組みます。食品による

健康被害の防止等のた

め、HACCPに沿った衛生

管理の取組を監視指導

等により確認します。

また、旅館、ホテル、住

宅宿泊事業等に関する

衛生管理の監視指導等

により宿泊者の安全・

安心の確保につなげま

す。 

○ 農産物の生産工程管理および衛生管理の促進等、農水産物の安

全・安心を確保するため、ＧＡＰ（農業生産工程管理）の認証取

得・実践に取り組みました（98件）。 

【農林水産部農産園芸課】 

 

○ 「三重県食品監視指導計画」に基づき、食品による健康被害の

防止や食品表示の適正化のための監視指導を実施しました（Ａラ

ンク施設：653 施設、Ｂランク施設：770 施設、Ｃランク施設：

5,004 施設）。また、食品中の残留農薬や微生物等について検査

を実施し、衛生基準等に不適合があった場合は、事業者に対して

改善するよう指導しました（検査件数：631件、不適合数：22件）。 

  食品表示については、食品関連事業者への監視指導時に、食品

表示法に基づく確認を行いました（668施設）。 

【医療保健部食品安全課】 

 

○ 令和３年６月までに全ての食品事業者がHACCPに沿った衛生管

理を行う必要があるため、関係団体と連携し、説明会を実施しま

した（142回、1,791名）。 

【医療保健部食品安全課】 

 

○ 三重とこわか国体、三重とこわか大会参加者等に提供される食

品の安全性を確保するために、弁当調製施設および宿泊施設の監

視指導を行いました（弁当調製施設：６施設、宿泊施設：35施設）。 

【医療保健部食品安全課】 

 

○ 旅館、ホテル、住宅宿泊事業等に対して監視指導等を行いまし

た（589施設）。 

【医療保健部食品安全課】 

 

○ 飲食店および喫茶店営業者に対し、新型コロナウイルスの感染

防止対策に係るガイドラインやチェックリスト等の配布を行い

ました（16,025施設）。 

【医療保健部食品安全課】 

42.〔外国人受入医療機

関の充実〕訪日外国人

旅行者が安心して観光

地を周遊することがで

きるよう、外国人患者

を受け入れる医療機関

における多言語対応等

の充実に向けて取り組

みます。 

○ 医療通訳を育成するための研修を実施するとともに、医療通訳

の利用促進を目的に、医療機関向けの電話医療通訳サービスを実

施しました。 

【医療保健部医療政策課、環境生活部ダイバーシティ社会推進課】 

43.〔旅行業等の適正な

運営促進〕旅行業等の

適正な運営促進を図る

ことにより、旅行業務

等に関する取引の公正

の維持、旅行の安全の

確保等により旅行者の

利益を守ります。 

○ 旅行業の新規登録、更新登録等を行うとともに、旅行業法に

基づく業者への指導などを実施しました（コロナ禍のため立入

検査は未実施）。 

【雇用経済部観光局観光政策課】 
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戦略 施策の柱 施策 計画の本文 令和２年度観光施策の取組状況 

 

 

44.〔暴力団排除〕「三

重県暴力団排除条例」

に基づく普及・啓発を

進め、飲食店および宿

泊事業者等からの暴力

団排除に取り組みま

す。 

○ 「三重県暴力団排除条例」の広報啓発活動 

    不当要求防止責任者講習において、積極的な条例広報を行い、

飲食店及び旅館事業者等を含む事業者に条例の周知を図りまし

た。（9/16、10/9、10/15、11/10、11/18、3/4[2回]の計７回） 

                            【警察本部刑事部組織犯罪対策課】 

 

○ 「不当要求拒否宣言の街」の拡充 

    総会を通じて、情報共有を図るとともに、会員と合同で地域の

営業所を訪問する暴力団排除ローラー作戦を実施し、組織の活動

の理解を求め、暴力団排除気運の高揚を図りました。 

 （暴力団排除ローラー作戦：１回） 

                            【警察本部刑事部組織犯罪対策課】 

 

○ 暴力団排除条項導入に対する働き掛け 

    あらゆる機会を通じて、宿泊事業者等の施設管理者に対し、利

用規約等への暴力団排除条項の導入を働き掛けました。 

                           【警察本部刑事部組織犯罪対策課】 

 

○ 社会全体で暴力団排除の取組を推進していく気運を醸成する

ため、各種イベントの来場者に対して、啓発物品を配布（２回、

約170名）するなど、暴力団排除の広報・啓発活動を実施しまし

た。 

【環境生活部くらし・交通安全課】 
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観光産業の

振 興

「TOKOWAKA

～変革し続

ける観光産

業へ～」 

 

 

観光産業を

担う人材育

成、若者定着 

 

 

観光産業の働

き方改革・起

業・事業承継

等の経営革新 

 

 

 

45.〔働き方改革の推

進〕人手不足の解消や

若者の定着等を促進す

るため、関係団体と連

携して職場環境の整備

を進めるとともに、多

様な就労の支援や人材

育成、生産性の向上や

人材の確保・定着につ

ながる働き方改革に取

り組み、若年層を中心

とした人材確保を進め

ます。 

○ 「みえの働き方改革推進企業」登録・表彰制度において57社を

登録、そのうち特に優れた取組を実施している企業４社を表彰す

るとともに、その取り組みを県内企業に紹介しました。 

【雇用経済部雇用対策課】 

 

○ 時間や場所にとらわれない働き方の実現に有効なテレワーク

の導入促進を図るため、テレワークに関する相談を受け付けると

ともに、導入を検討している県内中小企業・小規模企業等 11社

に対し「テレワークアドバイザー」の派遣を実施しました。 

【雇用経済部雇用対策課】 

 

○ 働き方改革の取組に意欲的な中小企業10社に対し、「働き方改

革アドバイザー」を派遣し、企業の課題に応じた取組支援を行う

とともに、取組成果を他の企業にも共有するため、オンラインに

よる中間報告会、取組成果共有会（オンライン＆リアル）を開催

しました。 

【雇用経済部雇用対策課】 

 

○ 働き方改革セミナー（10/6オンライン開催：71名参加）を、２

月に働き方改革講演会（２/18取組成果共有会と同時開催：64名

参加）を開催しました。 

【雇用経済部雇用対策課】 

 

○ 働き方改革に積極的に取り組む県内中小企業による就職セミ

ナーを地域別にWEBで実施しました。（北勢６社26名、中勢６社

41名、伊賀４社24名、伊勢志摩５社32名、東紀州３社17名 計

24社140名）。 

【雇用経済部雇用対策課】 

 

【再掲】 

○ 県内観光地の課題解決の取組を支援し、地域の活力を生み出し

ていくため、（一社）相差海女文化運営委員会及び（株）地域経済

活性化支援機構（REVIC）と連携した泊食分離及び宿泊施設が連

携した共同バス運行のモデル事業を鳥羽市相差地域において実

施しました。 

【雇用経済部観光局観光魅力創造課】 

46.〔起業・事業承継の

促進〕創業、第２創業を

促進するとともに、三

重県事業承継支援方針

に基づき、後継者を求

める県内の個人事業主

と「起業」「継業」に関

心のある移住希望者と

のマッチングを推進す

るなど、きめ細かな支

援を関係支援機関と連

携しながら、総合的・集

中的に実施します。 

○ 三重県事業承継支援方針に基づき、後継者を求める県内の個人

事業主と「起業」「継業」に関心のある移住希望者とのマッチン

グを推進するため、ふるさと回帰支援センター（移住センター）

と連携し、「ええとこやんか移住セミナー」を開催して、地域の

魅力ＰＲを行うとともに、「地方の暮らしフェア2020」にブース

出展し、参加者からの相談に対応しました。 

【雇用経済部中小企業・サービス産業振興課】 
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戦略 施策の柱 施策 計画の本文 令和２年度観光施策の取組状況 

 

 

47.〔中小企業・小規模

企業の経営力の向上〕

観光事業者を含む中小

企業、小規模企業の経

営改善と安定、発展を

図るため、円滑な資金

供給等、事業者ごとの

課題やニーズに即応し

たきめ細かな支援を行

い、経営基盤の強化を

図ります。 

○ コロナ禍の影響を受け、事業継続や雇用維持に支障をきたして

いる中小企業・小規模企業の経営向上を支援するため、「三重県

経営向上支援新型コロナ危機対応補助金」等により、感染防止対

策や販路開拓、生産性向上の取組を後押しするとともに、迅速な

審査・支払いにより、事業者が資金不足に陥らないよう資金繰り

の課題にも対応しました。 

【雇用経済部中小企業・サービス産業振興課】 

48.〔小規模事業者の資

金調達の円滑化〕三重

県中小企業融資制度を

活用し、観光事業者を

含めた小規模事業者対

象の「小規模事業資金」

等の各種融資により、

資金調達の円滑化を支

援します。 

○ 三重県中小企業融資制度において、「小規模事業資金」により

観光事業者を含めた小規模事業者を対象とする融資制度を実施

しました。 

小規模事業資金：融資件数 47件 

融資金額 251,570千円 

【雇用経済部中小企業・サービス産業振興課】 

49.〔多様な人材が活躍

できる場づくり〕若者、

女性、障がい者、高齢者

等、多様な人材が安心

して働き続けられる労

働環境を整備するな

ど、誰もが参画・活躍で

きるダイバーシティ社

会 の実現に向けた取

組を推進します。 

○ 職業訓練・職場実習の機会を提供するとともに、ステップアッ

プカフェや三重県障がい者雇用推進企業ネットワークなどの取

組を通じて企業や県民の理解の促進に取り組みました。また、分

身ロボットによる接客やデータ入力業務などの ICT を活用した

障がい者のテレワークを通じて障がい者が活躍できる多様な働

き方を普及させるとともに、障がい者が働きやすい職場づくりに

取り組みました。 

【雇用経済部雇用対策課】 

 

○ 新型コロナウイルス感染症の影響や、子育て・介護等により離

職し再就職を希望する女性を対象に、再就職への不安や悩みを解

消するとともに、スキルアップをサポートする研修のほか、就職

相談、企業と求職者との意見交換会、企業見学等をオンラインで

実施しました。 

 ・スキルアップ研修受講者 延べ396名（録画配信の視聴者を含 

む） 

・企業と求職者との意見交換会参加者 ５名 

・企業実地研修参加者 １名 

・就職相談 延べ28名  

【雇用経済部雇用対策課】 

 

○ 「ダイバーシティ推進方針～ともに輝く（きらり）、多様な社

会へ～」に基づき、県民の皆さんの理解や行動につなげられるよ

うダイバーシティ講座等を開催しました。また「性の多様性を認

め合い、誰もが安心して暮らせる三重県づくり条例」を令和３年

３月に制定しました。 

【環境生活部ダイバーシティ社会推進課】 

50.〔外国人材の受入体

制・労働環境づくり〕外

国人材の受入を円滑に

行うため、企業側の受

入体制の整備を図り、

適切な労働環境の確保

につなげていきます。 

○ 中小企業・小規模事業者を対象に、労働関係法令等の遵守に向

けた周知や外国人の採用・活用に関するノウハウ等を提供するセ

ミナー、個別相談会等をオンラインで実施しました。 

  ≪実績≫ 

   ・セミナー 開催回数：７回 参加企業数：199社 

   ・個別相談会（随時開催）  参加企業数： 42社 

【雇用経済部雇用対策課】 
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戦略 施策の柱 施策 計画の本文 令和２年度観光施策の取組状況 

 

 

観光産業の

振 興

「TOKOWAKA

～変革し続

ける観光産

業へ～」 

 

 

観光産業を

担う人材育

成、若者定着 

 

観光産業の持

続的な発展を

支え、観光産

業を若者にと

って魅力的な

産業にするた

めの人材の確

保・育成 

 

 

51.〔食の人材育成〕「み

え食の産業振興ビジョ

ン」に基づき、商品開発

や販路開拓等を関係企

業・団体等と連携して

支援するとともに、新

たな価値を創出できる

「みえの食」の将来を

担う人材育成に取り組

みます。 

○ 消費者の「食」に対する信頼の向上を図るとともに、新たな価

値創出できる人材の確保・育成を図るため各種研修会等を実施し

ました。 

・食品衛生７S研修（9月：40名参加） 

・ISO-HACCP（FSSC）研修会（10月～11月、計6回：20名参加） 

・微生物検査実習会（11月、計2回：6名参加） 

・採用力強化セミナー（9月～10月、計2回：5社参加） 

・オンラインインターンシップ（9月：25名参加） 

・オンライン商談スキルアップセミナー（11月：24社参加） 

【雇用経済部中小企業・サービス産業振興課】 

52.〔地域の魅力を伝え

るガイド育成〕地域の

文化・自然体験等をコ

ーディネートできる人

材の育成・確保を促進

します。全国通訳案内

士業務の適正な実施お

よびその利用促進を図

るとともに地域通訳案

内士の導入について検

討し、外国人旅行者に

対するおもてなしの向

上を図ります。 

○ 全国通訳案内士の登録等の事務手続きを滞りなく処理すると

ともに、県ホームページへ県内の全国通訳案内士（希望者のみ）

を掲載しました。 

【雇用経済部観光局観光政策課】 

53.〔教育機関と連携し

た観光人材育成〕高等

学校での職業教育や授

業等を通じて、観光産

業で活躍できる人材育

成を推進するととも

に、県内高等教育機関

と連携し、若者から選

ばれるしごとの創出や

働く場の魅力向上を図

るなど、教育機関と連

携した観光人材の育成

を推進します。 

○ 県内 14 の高等教育機関（大学・短大・高専）と県で構成する

「高等教育コンソーシアムみえ」で取り組む「三重を知る」共

同授業において、フィールドワークやグループ学習等で構成さ

れるＰＢＬ（課題解決型）科目として、「食と観光実践」をテ

ーマにした授業を実施しました。授業では、松阪市等において

フィールドワークを行い、松阪市の食と観光をＰＲするプラン

を検討し、発表しました。 

・受講者16名 

【戦略企画部戦略企画総務課】 

 

○ 県教育委員会が主催するキャリア教育フォーラムにおいて、キ

ャリア教育の取組事例の発表や講演会を通じて、地域を担う人材

育成に関する意見交換を行い、地域の事業所との連携を推進しま

した。 

【教育委員会事務局高校教育課】 

 

○ 鳥羽高等学校では、観光を中心とした地元の産業の理解を深め

るために、２年生でインターンシップ、３年生でデュアルシステ

ムの実施を計画していましたが、新型コロナウイルス感染拡大の

影響により中止しました。校内での代替活動として、市内の観光

マップや津波発生時の避難経路を案内する看板の作成、地元をＰ

Ｒする商品の企画開発などに取り組みました。また、観光ビジネ

ス系列では、社会人として活躍するために必要なビジネスマナー

等を学ぶとともに、創造力、企画力、プレゼンテーション能力を

身に付けるための授業を行いました。 

【教育委員会事務局高校教育課】 

 

○ 相可高等学校食物調理科では、新型コロナウイルス感染拡大の

影響により実習等が制限されたものの、県内唯一の調理師養成高

校として、地域や世界で活躍できる食のプロフェッショナルを育

成することができました。 

【教育委員会事務局高校教育課】 
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戦略 施策の柱 施策 計画の本文 令和２年度観光施策の取組状況 

 

 

54.〔県民に向けた意識

啓発〕県民の郷土を愛

する心や地域に貢献す

る意欲を育む郷土教育

を推進するなど、県民

に向けた意識啓発に取

り組みます。 

○ 子どもたちが、郷土三重への理解を深め、誇りを持って語るこ

とができるとともに、将来地域で活躍する意欲と態度を身につけ

ることができるように、中学生が課題解決型学習（PBL)の手法を

取り入れて、地域での学習活動やその中で発見した地域の魅力に

ついて発表する実践発表会を実施するとともに、その様子をオン

ラインで県内の中学校や市町教育委員会にも発信しました。（実

践校１校） 

  また、三重県の魅力等を英語で発信する「郷土三重を英語で発

信！～ワン・ペーパー・コンテスト～」を実施し、入賞作品（６

作品）をリーフレットにまとめ、Web ページで発信するとともに

県内各地の観光協会等に配付しました。（令和２年度応募数：35

校539作品） 

【教育委員会事務局小中学校教育課】 

55.〔若者の就職支援〕

おしごと広場みえを拠

点に、県内企業の魅力

を県内外へ発信すると

ともに、就職相談から

企業とのマッチングま

できめ細かな就労支援

に取り組むほか、就職

支援協定締結大学や経

済団体等と連携し、U・

Iターン 就職を促進し

ます。 

○ 「おしごと広場みえ」において、求職者のニーズに応じてきめ

細かな就労支援サービスを対面及びオンラインで提供しました

（利用者数延べ9,301名、就職者数656名）。また、ええとこや

んか三重移住相談センターに就職相談アドバイザーを設置する

とともに、Ｕ・Ｉターン就職セミナー等のイベントを実施（４回、

延べ 26 名参加）し、移住希望者と人材確保を希望する事業者と

のマッチングを支援しました。 

【雇用経済部雇用対策課】 

○ 各協定締結大学が主催するＵ・Ｉターン就職相談会等に、おし

ごと広場みえのＵ・Ｉターン就職アドバイザーや首都圏就職相談

アドバイザーと連携して参加し、三重県へのＵＩターン就職に関

する説明や県内企業の紹介を行いました。また、協定締結大学と

県内企業との意見交換会をオンラインにより開催しました（参加

大学数16校、参加企業数延べ154社）。 

【雇用経済部雇用対策課】 

○ 短期・長期インターンシップにおいて、観光関連企業も受入先

の一つとして選定し、オンライン形式でインターンシップを実施

（延べ 32 名参加）するとともに、県内企業のインターンシップ

情報を提供する「『みえ』のインターンシップ情報サイト」にお

いて、観光関連の企業の情報を掲載し、認知度向上を図りました。 

【雇用経済部雇用対策課】 

○ 地域に安定した雇用を創出し、経済基盤の強化による地域の総

合力向上を図るため、食・観光産業の振興に向けて、産業政策と

一体となった雇用創造に取り組みました。 

【雇用経済部雇用対策課】 

○ 県内企業の求人情報を掲載する「『みえ』の仕事マッチングサ

イト」や中小企業の様々な魅力を発信するデータベース「みえの

企業まるわかりNAVI」において、観光関連の企業の情報を掲載し、

認知度向上を図りました。 

【雇用経済部雇用対策課】 

56.〔国際感覚に優れた

人材育成〕国際交流お

よび多文化共生教育、

英語教育、郷土教育等

の取組をとおして、グ

ローバルな視野と志を

持ち、異なる文化に対

する理解、郷土への愛

着、語学力やコミュニ

ケーション能力を高

め、将来、世界にあって

も、地域にあっても活

躍できる人材を育成し

ます。 

○ 太平洋・島サミットや太平洋島しょ国について理解を深めるた

め、オンラインでのセミナーや交流会への参加を呼びかけるな

ど、国際的な視野を持ちながら自分たちの地域課題に取り組むグ

ローカル人材の育成に取り組みました。 

 また、県民が世界に目を向けるきっかけとするため「みえ国際

ウィーク2020」において、新型コロナウイルスの感染防止に留意

しつつ様々な取組を行いました。 

・ＡＮＡと三重県の包括連携協定５周年記念オンラインセミナー 

（10月・127名参加） 

・ＳＤＧｓ研修（10月・計３回167名参加） 

・みえグローカル学生大使とハーバード大生のオンライン交流会 

（1月・9名参加） 

・グローバル環境セミナー（2月・76名参加） 

・みえグローカル学生大使と島しょ国出身留学生のオンライン 

交流会（3月・29名参加） 

【雇用経済部国際戦略課】 
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観光産業の

振 興

「TOKOWAKA

～変革し続

ける観光産

業へ～」 

 

 

観光産業に

関わる組織

改革・連携強

化 

 

オール三重で

観光振興を進

める、新たな

推進体制の構

築 

 

 

57.〔観光推進組織・財

源の検討〕観光事業者

をはじめとする民間事

業者やDMO、市町等と一

体となってオール三重

で観光振興を推進する

観光組織や財源のあり

方を検討します。 

○ 観光組織の今後のあるべき方向性について、議論を開始しまし

た。また、（公社）三重県観光連盟では、情報発信力のある公式

サイトと公式SNSを活用した広告事業を展開することにより、新

たな財源確保に取り組みました。 

【雇用経済部観光局観光政策課】 

58. 〔オール三重での

デジタルマーケティン

グ・広域プロモーショ

ン〕県内の地域DMO、同

候補法人や観光地域づ

くりを行う団体・事業

者による観光地の魅力

づくりを支援するた

め、全県DMO（公社）三

重県観光連盟と連携し

てデジタルマーケティ

ングに基づく観光デー

タの分析・提供、広域プ

ロモーションに取り組

みます。 

【再掲】 

○ 全県DMOである（公社）三重県観光連盟と連携し、地域DMO

等へのデジタルマーケティングの導入支援や多言語サイトの充

実（スペイン語サイト及びアクティビティサイト（英語・繁体

字・タイ語）の構築）を通じた地域DMO等への広域プロモーシ

ョンの実施支援を行いました。 

【雇用経済部観光局観光魅力創造課】 

 

【再掲】 

○ 県内観光地の課題解決の取組を支援し、地域の活力を生み出

していくため、（一社）相差海女文化運営委員会及び（株）地

域経済活性化支援機構（REVIC）と連携した泊食分離及び宿泊施

設が連携した共同バス運行のモデル事業を鳥羽市相差地域にお

いて実施しました。 

【雇用経済部観光局観光魅力創造課】 

59.〔国との連携強化〕

日本政府観光局（JNTO）

の現地事務所や駐日外

国公館等との協力関係

を深め、誘客につなげ

るための情報交換、海

外に向けた情報発信に

取り組みます。 

【再掲】 

○ 国の「地域の観光資源を活用したプロモーション事業」を活用

し、他府県にまたがる広域プロモーションを実施しました。 

【雇用経済部観光局海外誘客課】 

 

○ ＪＮＴＯシンガポール事務所（県から職員を派遣）と連携し、

国の「地域の観光資源を活用したプロモーション事業」を活用し

た誘客事業を実施しました。また、三重県が作成した動画をＪＮ

ＴＯ海外事務所を通じて発信するなど、ＪＮＴＯが有するデータ

や知見、情報発信力を活用したプロモーションを実施しました。 

【雇用経済部観光局海外誘客課】 
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戦略 施策の柱 施策 計画の本文 令和２年度観光施策の取組状況 

 

 

観光産業の

振 興

「TOKOWAKA

～変革し続

ける観光産

業へ～」 

 

 

観光産業に

関わる組織

改革・連携強

化 

 

農林水産業、

製造業、サー

ビス産業等、

多様な産業間

連携強化・

KUMINAOSHI 

による新たな

観光魅力創造 

 

60.〔オープンイノベー

ションの推進〕地場産

業等、三重の風土に根

付いた技術と県産品、

県産食材に加え、もの

づくり産業が有する技

術や製品・サービスな

ど、多様な三重の魅力

（特性）を生かしなが

ら、新たな発想・手法に

より、あらゆる分野・活

動において、新たな観

光コンテンツやサービ

スの提供につながるイ

ノベーションを促進

し、新しい価値の創出

につなげます。 

【再掲】 

○ 伝統産業・地場産業、食関連産業等の様々な事業者が交流し、

チームを形成して商品開発に取り組むワークショップを開催（20

事業者参加）し、開発された９商品をオンラインイベント等での

魅力発信や県内外での販売につなげました。 

【雇用経済部三重県営業本部担当課】 

 

【再掲】 

○ 農林水産業者等のコロナ禍に必要となる意識改革を促す人材

育成研修として、全6回のオンラインセミナーを開催するととも

に（48人参加）、修了者が作り上げたビジネスプラン等の発表機

会を設定し（8件）、バイヤーや投資家などの専門家や観覧者（56

人）による審査を行い、3件の取組を表彰、情報発信等を行いま

した。 

【農林水産部フードイノベーション課】 

61.〔フードイノベーシ

ョン の促進〕他分野連

携のフードイノベーシ

ョンの促進やAI・IoTな

どの先進技術の積極的

な活用により、新たな

商品・サービスの創出

に取り組みます。 

○ 生産者や食品産業事業者、ものづくり企業等の様々な業種や大

学、研究機関、市町など産学官が連携し、県内の農林水産資源を

活用した取組を進める「みえフードイノベーションネットワー

ク」は、参加事業者が659者（令和3年3月末現在）となりまし

た。 

 ネットワークの活動を通じ、新型コロナウイルス感染症の影響

を受けた伊勢茶や養殖マダイなどを活用した 13件の新商品や新

サービスを開発しました。 

【農林水産部フードイノベーション課】 

62.〔スタートアップ 

支援〕企業の新陳代謝

とさらなる成長促進に

より、三重県経済の発

展を図るため、スター

トアップ支援等に取り

組みます。 

○ 起業や新たな事業展開をめざすスタートアップの自律的・継続

的な創出を目的として、県内の先輩起業家、首都圏等で活躍する

三重県出身の若手起業経験者等、本県にゆかりのあるクリエイテ

ィブ人材等とのネットワークから支援を受けたスタートアップ

が、その経験をふまえて後輩起業家の支援を行い、起業家支援ネ

ットワークを拡大していく仕組み「とこわかＭＩＥスタートアッ

プエコシステム」の構築に取り組みました。また、新型コロナウ

イルス感染症の拡大に伴い、人々の考え方や働き方が大きく変革

していることから、新たな社会課題の解決や「新たな日常」の実

現に向けて、革新的なビジネスモデルや技術により対応しようと

する企業の実証実験や社会実装の支援に取り組みました。 

【雇用経済部創業支援・ＩＣＴ推進課】 

63.〔一次産業との連携

強化による新たな魅力

創造〕さまざまな主体

と連携し農山漁村地域

の資源等を活用した体

験やビジネスの創出を

促進するなど、一次産

業と観光の連携を強化

します。 

【再掲】 

○ 新型コロナウイルスの感染拡大を受け、自然体験事業者の感染

拡大防止対策を支援するとともに、ワーケーションの推進に向け

て、新たな子ども向けの自然体験プログラムづくりや通信環境の

整備を支援しました。 

また、アウトドア企業と連携し、三重の自然体験やワーケーシ

ョンの魅力発信に取り組んだほか、体験プログラムの充実に向け

た研修参加（9名）を支援しました。 

【農林水産部農山漁村づくり課】 
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戦略 施策の柱 施策 計画の本文 令和２年度観光施策の取組状況 

 

 

64.〔観光産業における

データ活用・ICT 化促

進〕旅行者へのサービ

スの向上や新たなビジ

ネス・雇用の創出等に

よる地域活性化を図る

ため、関係機関と連携

し、データを積極的に

活用した取組を進める

とともに、ICT化を促進

します。 

【再掲】 

○ 県内の対象施設に掲示されたQRコードを読み込み、アンケー

トに答えることで、おもてなしサービスを受けることができ、

また、ポイントを集めてプレゼントに応募できる、「答えてラ

ッキー！スマホでみえ得キャンペーン」を実施しました。 

県内の観光関連団体や事業者が観光マーケティングにアンケ

ートデータを活用し、戦略的な観光コンテンツの開発や効果的

なサービスの提供につなげていただくために、令和2年度は収

集したアンケートデータを参画事業者が活用できる仕組みを構

築しました。 

＜令和2年4月1日～令和3年3月31日＞ 

新規登録者数   19,477件 

アンケート回答数 44,222件 

【雇用経済部観光局観光魅力創造課】 

 

○ 本県における観光ＤＸを推進するために、県・（公社）三重県

観光連盟・観光関連事業者等が蓄積してきたデータやコンテンツ

を連携・連動させる観光情報プラットフォームの構築に向けた準

備をオール三重で開始しました。 

【雇用経済部観光局観光政策課】 
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５ 推進体制の整備 

 

（１） 計画の推進体制 

  本計画の推進にあたっては、市町や観光事業者等との役割分担を踏まえつつ、連

携・協力しながら取り組んでいます。 

  令和２年度は、平成 28年 3月に設立した官民一体の組織「みえ観光の産業化推

進委員会」において、「観光の産業化」の推進、受入体制のさらなる充実・強化、

マーケティングに基づくプロモーション等を展開し、また、全県 DMOである（公社）

三重県観光連盟において、マーケティングデータの分析・提供、広域プロモーショ

ンなどの地域の稼ぐ力を引き出すための取組を展開することで、三重県観光の質を

高め、観光の産業化を推進し、観光消費額の増加につなげる取組を進めました。 

  また、多様な団体が参画する（公社）三重県観光連盟、（公社）伊勢志摩観光コ

ンベンション機構、東紀州地域振興公社等とも、継続的に連携・協力しながら取組

を進めました。 

なお、三重県観光審議会において、「今後の新型コロナを踏まえた三重の観光ニ

ューノーマルの推進に向けて」について審議いただきました。 

 

（２） 観光統計の整備 

  令和２年度は、観光レクリエーション入込客数推計及び三重県観光客実態調査を

行い、三重県を訪れる観光客の実態等の把握に取り組み、多くの方が容易に観光統

計のデータを入手できるよう、統計情報をホームページに掲載しました。 

 

（３） 計画の進行管理 

  令和元年度の年次報告書を取りまとめ、三重県議会への報告や三重県観光審議会

における審議などを通じて、今後の観光施策の方向性を確認しつつ、適切な進捗管

理に努めました。 
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参 考 資 料 
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〇 三重県観光審議会の審議状況 

 

１ 委員名簿                     14名 （敬称略／50音順） 

氏 名 所 属 ・ 役 職 名 備 考 

石阪
いしざか

 督規
と く の り

 埼玉大学 基盤教育研究センター 教授 会長 

江﨑
え ざ き

 貴
き

久
く

 有限会社オズ 代表取締役  

川
かわ

﨑
さき

 悦子
え つ こ

 日本政府観光局 コンベンション誘致部長  

沢登
さわのぼり

 次彦
つぐひこ

 
株式会社リクルートライフスタイル  

じゃらんリサーチセンター センター長 
 

竹谷
た け や

 賢一
けんいち

 公益社団法人三重県観光連盟 会長 副会長 

千種
ち く さ

 清美
き よ み

 皇學館大学文学部非常勤講師  

中村
なかむら

 直美
な お み

 

株式会社交通新聞社 常務取締役 第 2出版事業

部長 

（三重県「みえの国観光エクゼクティブ・アドバ

イザー」） 

 

西村
にしむら

 寛子
ひ ろ こ

 
株式会社地域経済活性化支援機構 

地域活性支援部 ディレクター 
 

萩
はぎ

 美香
み か

 女優（三重県「みえの国観光大使」）  

濱田
は ま だ

 典保
のりやす

 株式会社赤福 顧問  

原田
は ら だ

 静
し

織
おり

 株式会社ランドリーム 代表取締役  

ベルナール デルマス ミシュラングループ シニアアドバイザー  

本保
ほ ん ぽ

 芳明
よしあき

 
国連世界観光機関（UNWTO）駐日事務所 代表 

（元観光庁長官） 
 

山田
や ま だ

 桂一郎
けいいちろう

 
JTIC.SWISS 代表（スイスツェルマット観光局） 

（国土交通省観光庁「観光カリスマ」） 
 

令和３年３月時点 
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２ 審議状況 

 

 

１ 審議会等の名称 令和２年度第１回三重県観光審議会 

２ 開催年月日 令和２年９月３日（木） 

３ 委員 【会長】埼玉大学 教授 石阪督規 ほか１３名出席 計１４名 

４ 諮問事項 
今後の新型コロナを踏まえた三重の観光ニューノーマルの推進に

向けて 

５ 調査審議結果 

 

新型コロナウイルス感染症を踏まえた、観光のニューノーマルを推

進していくために必要な取組、地域観光産業が直面する課題の解決

のために必要な取組はどのようなものか、審議いただきました。 

 

【主な意見】 

・県のクーポン発行等によって、県民、近隣の方がきて、地域の再

発見につながったのはよかった。 

・コロナだから変容して全く違う世界観になるということではな

く、中長期的な目線でやるべきことを実施すべき。 

・これまで県が目指してきた方向性には異論はなく、付加価値を上

げて、一人一人の顧客の満足度を高めてロイヤルカスタマーを獲

得していくことなどの方向性には異論はない。 

・インバウンドは必ず戻ってくる。コンテンツがよければよいほど、

コロナの影響を受けていないため、徹底的なコンテンツ磨き、ブ

ランド構築に今のうちに取り組み、将来に向けたマーケティング

を行うべき。今は、インバウンド誘客の激戦が始まる前に抜きん

でることができるチャンス。 

・インバウンドで取り組んできたイノベーション、新しい取組み、

情報提供の仕組みなどを活かして国内観光を発展させていくこ

とが重要。 

・コロナと関係なく観光に使う時間が減ってきているのが産業全体

の状況。観光は複合的な産業であり、常に面白いものを求める消

費者に対して、地域全体でコンテンツを磨きあげてニーズに対応

していくことが重要。 
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平成23年10月20日 

三重県条例第34号 

目次 

 前文 

第１章 総則（第１条－第３条） 

第２章 観光の振興に関する役割等（第４条－第８条） 

第３章 観光の振興に関する基本的施策 

第１節 国内外に対する観光宣伝活動の強化（第９条－第12条） 

  第２節 魅力ある観光地の形成及び人材の育成（第13条－第16条） 

第３節 観光旅行を促進するための環境の整備（第17条－第20条） 

第４章 観光の振興に関する施策の推進（第21条－第24条） 

第５章 三重県観光審議会（第25条－第31条） 

 附則 

 

古くからお伊勢参りは「日本人の旅の原点」ともいわれ、全国各地の人々が強く思いを

寄せる憧れの旅として、多くの人々を惹
ひ

き付けてきた。私たちの郷土三重県は、そのよう

な旅人たちを温かく迎え、もてなしの心を今に伝えてきた地である。また、伊勢国
いせのくに

、

志摩国
しまのくに

、伊賀国
いがのくに

及び熊野川以東の紀伊国
きいのくに

と呼ばれた地域で構成される本県では、縦横に発

達した街道交通の要衝の地として県内各地が賑
にぎ

わい、人、情報、文化等の交流の場が形成

されてきた。 

観光振興の取組は、その地に住む人々が先人から受け継いだ自然、歴史、文化等を大切

に守りながら、自らの地域の個性を磨き上げ、かつ、地域の存在価値を確立させる過程を

通じ、郷土に対する誇りを持ち、愛着を感じることのできる社会の実現に貢献するもので

ある。また、観光産業は多様な分野における特色ある事業活動によって構成されることか

ら、地域経済の活性化、地域における雇用の創出等本県経済のあらゆる領域において、そ

の発展に寄与することが期待されている。 

しかしながら、近年の観光をめぐる情勢は、観光旅行者の需要の高度化、観光旅行の形

態の多様化等著しく変化するとともに、全国各地の観光地間競争は激しさを増している。

県内の観光地が訪れる人々を魅了し、かつ、これからも選ばれるためには、観光の振興に

関する取組と県民生活の向上に寄与する取組が一体的に促進されるとともに、観光産業を

本県の経済を牽引する産業の一つとして、その持続的かつ健全な発展に取り組んでいくこ

とが必要である。 

このような考え方に立って、県、市町、県民、観光事業者及び観光関係団体が協働して、

観光産業を地域に密着した産業として大きく育て、本県の観光の振興に取り組むことによ

り、個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現を図るため、この条例を制定する。 

参考資料 

〇 みえの観光振興に関する条例 

-45-



 

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、本県の観光の振興に関し、基本理念を定め、及び県の責務、市町の

役割等を明らかにするとともに、観光の振興に関する施策の基本となる事項を定めるこ

とにより、観光の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって県民生活の向

上及び本県の経済の発展に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

（１）観光資源 優れた自然の風景地、歴史的風土、文化的所産、豊かな食文化、多様

な分野における産業、観光の振興に寄与する専門的知識及び技能を有する人材その

他の観光の対象となる資源をいう。 

（２）観光事業者 観光に関する事業を営む者をいう。 

（３）観光関係団体 観光事業者で組織される団体その他の観光に関する事業を行う団

体をいう。 

（４）県民等 県民、観光事業者及び観光関係団体をいう。 

（５）観光行動 県内の観光地を訪れる観光旅行を行うことをいう。 

（６）誘客活動 観光旅行者の来訪意欲の増進を図り、県内の観光地に誘致することを

いう。 

（基本理念） 

第３条 本県の観光の振興は、次に掲げる事項を基本として行われなければならない。 

（１）観光産業の持続的かつ健全な発展が図られること。 

（２）県、市町及び県民等がそれぞれの役割を担いつつ連携が確保されること。 

（３）本県の観光資源が有する魅力を生かして県内外からの観光旅行が促進されること。 

（４）観光旅行者の満足度の向上が図られること。 

（５）本県の観光資源が有効に活用され、かつ、次の世代に継承が図られること。 

（６）地域の環境の保全と観光旅行を促進するための環境の整備との調和が図られるこ

と。 
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第２章 観光の振興に関する役割等 

（県の責務） 

第４条 県は、前条に定める基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、県域全体

に係る観光の振興に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、及び実施する責務を有す

る。 

２ 県は、市町及び県民等が相互に連携して観光の振興に関する取組を行うことができる

よう必要な調整及び支援を行うものとする。 

（市町の役割） 

第５条 市町は、基本理念にのっとり、当該市町の区域の特性を生かした観光の振興に関

する施策を策定し、及び実施するよう努めるものとする。 

（県民の役割） 

第６条 県民は、基本理念にのっとり、観光に対する関心及び理解を深め、魅力ある観光

地の形成に積極的な役割を果たすよう努めるものとする。 

（観光事業者の役割） 

第７条 観光事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、観光旅

行者の満足度の向上に努めるものとする。 

２ 観光事業者は、県、市町、観光関係団体及び地域における他の産業の事業者との連携

協力に努めるものとする。 

（観光関係団体の役割） 

第８条 観光関係団体は、基本理念にのっとり、観光事業者間の連携の促進を図りつつ、

観光宣伝活動の実施、観光旅行者の受入体制の整備その他の観光の振興に関する取組に

努めるものとする。 

２ 観光関係団体は、前項の取組を行うに当たっては、県、市町その他の団体との連携協

力に努めるものとする。 

 

第３章 観光の振興に関する基本的施策 

第１節 国内外に対する観光宣伝活動の強化 

（本県及び県内の観光地の情報提供の充実強化） 

第９条 県は、本県及び県内の観光地の情報提供の充実強化を図るため、印刷物、情報通

信技術その他の媒体を活用し、観光宣伝活動の促進等に必要な施策を講ずるよう努めな

ければならない。 

（観光旅行者の来訪及び滞在の促進） 

第10条 県は、国内の観光旅行者の来訪及び滞在の促進を図るため、観光旅行者の需要の

高度化に対応した旅行商品の開発その他の誘客活動の実施等に必要な施策を講ずるよう

努めなければならない。 
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（外国人観光旅客の来訪の促進） 

第11条 県は、外国人観光旅客の来訪の促進を図るため、本県の観光資源を活用した海外

における誘客活動の実施、外国人観光旅客の受入体制の整備等に必要な施策を講ずるよ

う努めなければならない。 

（広域的な課題への対応） 

第12条 県は、県の区域又は市町の区域を越えた広域的な課題への対応を図るため、観光

地間の連携及び交流の促進等に必要な施策を講ずるよう努めなければならない。 

第２節 魅力ある観光地の形成及び人材の育成 

（地域の特性を生かした魅力ある観光地の形成） 

第13条 県は、地域の特性を生かした魅力ある観光地の形成を図るため、観光資源の発掘

若しくは創出又は活用等に必要な施策を講ずるよう努めなければならない。 

（観光の振興に寄与する人材の育成） 

第14条 県は、観光の振興に寄与する人材の育成を図るため、観光事業に従事する者及び

観光の振興に意欲を有する者の知識及び能力の向上等に必要な施策を講ずるよう努めな

ければならない。 

（新たな観光旅行の分野の開拓） 

第15条 県は、新たな観光旅行の分野の開拓を図るため、自然体験活動、農林漁業に関す

る体験活動等を目的とする観光旅行その他の多様な観光旅行の形態の普及等に必要な施

策を講ずるよう努めなければならない。 

（県民の観光行動の促進） 

第16条 県は、県民の観光行動の促進を図るため、本県の観光資源に関する知識の普及、

理解の増進その他の郷土に対する誇りと愛着の醸成等に必要な施策を講ずるよう努めな

ければならない。 

第３節 観光旅行を促進するための環境の整備 

（観光地における良好な景観の形成） 

第17条 県は、観光地における良好な景観の形成を図るため、市町が行う景観づくりの取

組に対する支援等に必要な施策を講ずるよう努めなければならない。 

（観光旅行者の利便の増進） 

第18条 県は、観光旅行者の利便の増進を図るため、高齢者、障がい者、外国人等を始め

とする全ての観光旅行者が安全かつ快適に利用できる旅行関連施設及び公共施設の整備

の促進並びにこれらの利便性の向上等に必要な施策を講ずるよう努めなければならない。 

（観光旅行の安全の確保） 

第19条 県は、観光旅行の安全の確保を図るため、観光地における防災対策、観光旅行に

おける事故の発生の防止、観光地における事故、災害等の発生の状況に関する情報の提

供等に必要な施策を講ずるよう努めなければならない。 
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（交通基盤の構築） 

第20条 県は、観光の振興に資する交通基盤の構築を図るため、交通施設の整備の促進、

観光旅行者の移動の円滑化等に必要な施策を講ずるよう努めなければならない。 

 

第４章 観光の振興に関する施策の推進 

（基本計画） 

第21条 知事は、観光の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、観光の振

興に関する基本的な計画（以下「基本計画」という。）を定めるものとする。 

２ 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

（１）観光の振興に関する基本的な方針 

（２）観光の振興に関する主要な目標 

（３）観光の振興に関し、県が総合的かつ計画的に講ずべき施策 

（４）前３号に掲げるもののほか、観光の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進

するために必要な事項 

３ 知事は、基本計画を定めようとするときは、あらかじめ第25条の三重県観光審議会に

意見を求めるとともに、広く県民等から意見を聴き、議会の議決を経なければならない。 

４ 知事は、基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

５ 知事は、毎年１回、基本計画に基づく施策の実施状況について公表しなければならな

い。 

６ 第３項及び第４項の規定は、基本計画の基本的な方針及び主要な目標の変更について

準用する。 

（観光に関する統計の整備等） 

第22条 県は、市町、観光事業者及び観光関係団体と連携して、観光に関する情報の収集、

動向の調査及び分析等を行い、並びに観光に関する統計の整備を図るとともに、それら

の成果を公表するものとする。 

（推進体制の整備） 

第23条 県は、市町及び県民等と円滑な連携及び協働を図り、観光の振興に関する施策を

推進するために必要な体制を整備するものとする。 

（財政上の措置） 

第24条 県は、観光の振興に関する施策を実施するため、必要な財政上の措置を講ずるよ

う努めるものとする。 
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第５章 三重県観光審議会 

（設置） 

第25条 本県の観光の振興に関する重要な事項について、知事の諮問に応じ調査審議する

ため、知事の附属機関として、三重県観光審議会（以下「審議会」という。）を設置する。 

（組織） 

第26条 審議会は、委員２０人以内で組織する。 

２ 前項の場合において、男女いずれかの委員の割合は１０分の４を下回らないものとす

る。ただし、知事がやむを得ない事情があると認めた場合は、この限りでない。 

（委員） 

第27条 委員は、学識経験を有する者その他知事が適当と認める者のうちから、知事が任

命する。 

２ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 委員は、再任されることができる。 

（会長及び副会長） 

第28条 審議会に会長及び副会長各１人を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選により定める。 

３ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠けた

ときはその職務を行う。 

（会議） 

第29条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。 

２ 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 審議会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決する

ところによる。 

（庶務） 

第30条 審議会の庶務は、雇用経済部において処理する。 

（委任） 

第31条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会

に諮って定める。 

 

附 則 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ 三重県観光事業推進審議会設置条例（昭和 34年三重県条例第 25号）は、廃止する。 
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